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第１章 計画の策定にあたって 
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第１節 計画策定の背景 

わが国では、急速な少子高齢化や核家族化の進行、出産年齢の上昇や女性の社会進

出に伴う共働き家族の増加、地域におけるつながりの希薄化など、子どもや子育てを

取り巻く環境が大きく変化しています。また、昨今では、児童虐待の顕在化、生活困

難家庭における子どもたちへの貧困の連鎖、学校におけるいじめや不登校など、子ど

もの人権を侵害する状況が深刻化しています。 

国は、平成 15 年に「少子化社会対策基本法」ならびに「次世代育成支援対策推進

法」を定め、少子化対策と次代を担う子どもと子育て家庭を社会全体で支える取り組

みを進めてきました。また、子ども・子育てを取り巻く社会情勢の変化に対応するた

め、平成 24年に「子ども・子育て関連３法」が制定され、「子ども最善の利益」が実

現される社会を目指すとの考えを基本に、制度、財源を一元化して新しい仕組みを構

築し、子どもの幼児期の学校教育・保育の一体的な提供、保育の量的拡充、家庭にお

ける養育支援等を総合的に推進していくとされています。さらに、今後のさらなる少

子高齢化に対応するため、幼児教育の無償化、待機児童の解消、高等教育の無償化な

どが進められています。 

また、子どもの貧困対策においては、厚生労働省が実施する「国民生活基礎調査」

によると、わが国の６人に１人の子どもが相対的な貧困状況にあり、特に、ひとり親

家庭では半数以上が相対的な貧困状況に該当していると報告されています。そこで、

令和元年６月には「改正子どもの貧困対策の推進に関する法律」が成立し、市町村に

おける「子どもの貧困対策計画」の策定の努力義務とともに、子どもの権利の尊重や

教育の機会均等の保障、保護者の所得の増大や就労支援等を重点施策として掲げるこ

とで、子どもの貧困対策の強化が講じられています。 

嬉野市では、平成 17 年度から平成 26 年度まで「嬉野市次世代育成支援行動計画」

に基づき、子育て支援のための施策を推進してきました。また、平成 27 年度から始

動することとなった「子ども・子育て支援新制度」の実施に合わせて、平成 27 年３

月に「第１期嬉野市子ども・子育て支援事業計画」（以下「第１期計画」という。）を

策定し、子どもと子育て家庭への支援と子育て環境の充実に努めてきました。 

令和元年度に「第１期計画」が最終年度を迎えることにより、社会情勢や本市の子

どもや子育て家庭を取り巻く状況等を踏まえ、嬉野市における子ども・子育て支援の

充実を図るため「第２期嬉野市子ども・子育て支援事業計画」（以下「第２期計画」と

いう。）を策定しました。 
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第２節 計画法的根拠と位置づけ 

本計画は、「次世代育成支援対策推進法」第８条に定める「市町村行動計画」と「子

ども・子育て支援法」第 61 条に定める「市町村子ども・子育て事業計画」を一体的

に策定しています。加えて、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条が定める

「市町村計画」と「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第 12 条の規定が定める「ひと

り親家庭等自立促進計画」の施策を含めた計画として策定しています。 

また、計画の推進にあたっては、「第２次嬉野市総合計画」や各分野の福祉計画の上

位計画である「嬉野市地域福祉計画」等、関連する計画と整合性を考慮しながら、施

策を総合的・一体的に推進していきます。 

■ 国の法制度、市の上位計画・関連計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 計画の期間 

本計画の期間は、令和２年度から令和６年度までの５か年とします。  

第２次嬉野市総合計画

嬉野市地域福祉計画

第２期 嬉野市子ども・子育て支援事業計画

▶「次世代育成支援行動計画」と一体的に策定

▶「子どもの貧困対策計画」「ひとり親家庭等自立促進計画」の施策を包含

【その他関連計画】

○嬉野市健康総合計画・嬉野市食育促進計画

○嬉野市障がい者計画

○嬉野市障がい福祉計画・障がい児福祉計画

○嬉野市高齢者保健福祉計画

○嬉野市人口ビジョン

○嬉野市まち・ひと・しごと創生総合戦略

○嬉野市立地適正化計画

○嬉野市男女共同参画行動計画及びＤＶ被害者支援基本計画

○嬉野市教育大綱 等
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第４節 計画の対象 

本計画では、生まれる前から幼児期を経て、18 歳未満の青少年期に至るまでの、

子ども・青少年とその家庭を対象としますが、施策の内容により、必要に応じて対象

の年齢に幅を持たせるなど、柔軟に対応します。 

 

第５節 計画の策定体制と方法 

本計画の策定においては、子どもの保護者、子ども・子育て支援に関する事業に従

事する者、教育関係者、関係行政機関の職員等で構成する「嬉野市子ども・子育て会

議」を設置し、子ども・子育て支援法第 77 条第１項に規定する事項（子ども・子育

て支援事業計画の内容や保育所等の施設の定員設定のあり方等）の審議及び計画の内

容について検討を行いました。 

計画の策定資料として、市内の就学前児童の保護者、小学生児童の保護者を対象に

市民の教育・保育ニーズや子育て支援サービスの利用状況・利用意向、子育て世帯の

生活実態、要望・意見等を把握することを目的として「嬉野市子ども・子育て支援事

業計画に係るアンケート調査」を実施しました。また、市の子ども・子育て支援に関

する各種団体等から市の現状と課題、今後の必要な施策等の意見を把握するため、ヒ

アリング調査を実施しました。 

■ 計画の策定体制と方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状・課題の抽出 ニーズ量の見込み 

計画策定 

【嬉野市子ども・子育て会議】 

○第１期計画の点検・進捗管理、第２期計画の策定などについて、保護者の方を含む子ども・

子育て支援の当事者の意見などの意見を聴くための会議であり、本市の子どもや子育て家

庭の実情を踏まえて施策を実施していくことを目的として設置しています。 

【現状分析】

　○統計資料分析

　○既存計画等文献調査

　○社会資源調査

　○事業者等へのヒアリング

　○関係課・係等へのヒアリング

【各種アンケート調査】

  ○嬉野市子ども・子育て支援事業計画に係るアンケート調査

　（平成31年度実施）

  ○子どもの幸せを考えるためのアンケート調査

　（平成29年度実施）

  ○ひとり親家庭等実態調査（令和元年度実施）
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第２章 子ども・子育てを取り巻く状況 
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第１節 統計資料による嬉野市の状況 

（１）人口等の推移・推計 

１）年齢３区分別の人口の推移と将来推計 

国勢調査によると、本市の総人口は年々減少しており、平成 22 年から平成

27 年にかけて 1,671 人減少しています。また、高齢者人口が増加する中、年

少人口（０～14 歳）及び生産年齢人口（15～64 歳）は減少がみられ、平成

27 年の年少人口は 3,431人と平成 22年から 476 人減少しています。 

推計によると、本市の総人口は令和６年では 25,284 人となり、平成 27 年

から 2,025 人の減少が見込まれています。年少人口及び生産年齢人口は一貫し

て減少が続くと推計されており、令和６年の年少人口は 2,700 人と平成 27 年

から 731 人の減少が見込まれています。一方、高齢者人口は増加が続くことが

見込まれており、今後もさらに少子高齢化が進むことが見込まれています。 

なお、実績値については、住民基本台帳によると令和２年２月末現在で

25,908 人となっており、既に推計値よりも下回っています。 

 

■ 人口の推移（年齢３区分別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：実績値は各年国勢調査 

推計値は国立社会保障人口問題研究所推計（平成 25年３月推計） 
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年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

推 計 値
(人)

実 績 値
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２）児童数の推移・推計 

住民基本台帳によると、本市の児童数（０～11 歳）は平成 27 年から平成

31 年にかけて 79 人減少しており、特に１～２歳と３～５歳の減少が多くみら

れます。 

コーホート変化率法（※）による推計児童数は、令和６年で 2,512 人となり、

平成 31 年から 78 人の減少が推計されています。特に、０歳児で 52 人、１～

２歳児で 53人の減少が見込まれています。 

■ 児童数の推移（年齢４区分別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：実績値は住民基本台帳（各年４月１日現在） 

推計値は住民基本台帳（平成 27 年～平成 31 年の各年４月１日現在）をもとにコーホ

ート変化率法により算出 

 

※コーホート変化率法：過去の年齢別・性別人口、母親の年齢階級別出生率、出生者

の男女比などを用いて将来人口を算出する方法 

  

177 187 184 190 184 168 162 154 150 132 

436 404 385 402 388 399 375 361 347 335 

665 672 667 654 624 635 660 650 632 602 

1,391 1,372 1,371 1,395 1,394 1,437 1,416 1,439 1,431 1,443 

2,669 2,635 2,607 2,641 2,590 2,639 2,613 2,604 2,560 2,512 

0
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1,000
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2,000
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3,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

０歳 １～２歳 ３～５歳 ６～11歳

推 計 値
(人)

実 績 値
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３）世帯の動向 

① 世帯構成の推移 

一般世帯数は平成 17 年の 9,320 世帯をピークに、その後は減少しており、

平成 27 年では 9,152世帯となっています。 

親族世帯は減少し、核家族世帯や単独世帯が増加しています。一世帯当たりに

おける世帯人員は平成７年3.55人から年々減少しており、平成27年では2.98

人と３.00 人を下回るようになりました。 

■ 世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
 

② 子どものいる世帯の推移 

一般世帯数のうち、6歳未満の子どものいる世帯割合は、平成 12年までは県

の割合を上回っていましたが、平成 17年になると県の割合よりも低くなり始め、

平成 27 年では 892 世帯、一般世帯に占める割合は 9.7％となっています。ま

た、18 歳未満の子どものいる世帯は平成 27 年で 2,251 世帯、一般世帯に占

める割合は 24.6％と平成７年から 15.1 ポイント減少しています。 

■ ６歳未満・18歳未満の子どものいる世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,234 7,228 7,135 6,937 6,721

4,206 4,411 4,467 4,450 4,602 
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親族世帯 核家族世帯 非親族世帯 単独世帯 一世帯当たり人員

(世帯)

実 績 値
(人)

嬉野市 佐賀県 嬉野市 佐賀県 嬉野市 佐賀県 嬉野市 佐賀県 嬉野市 佐賀県

一般世帯総数（世帯） 9,128 267,862 9,255 278,306 9,320 287,431 9,259 295,038 9,152 302,109

1,434 39,584 1,282 37,806 1,123 35,593 972 33,086 892 31,768

15.7% 14.8% 13.9% 13.6% 12.0% 12.4% 10.5% 11.2% 9.7% 10.5%

3,623 102,244 3,340 94,642 2,943 87,434 2,592 81,980 2,251 77,245

39.7% 38.2% 36.1% 34.0% 31.6% 30.4% 28.0% 27.8% 24.6% 25.6%

18歳未満の親族のいる
世帯数（世帯）

平成27年平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

一般世帯に占める６歳未満
の親族のいる世帯割合

一般世帯に占める18歳未満
の親族のいる世帯割合

６歳未満の親族のいる
世帯数（世帯）

資料：国勢調査 
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（２）人口動態 

１）出生の動向 

① 出生数の推移 

平成 26 年以降の出生数は横ばいで推移しており、平成 31 年は 168 人とな

っています。 

■ 出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

② 合計特殊出生率（※）の推移 

「平成 20 年―平成 24年」から「平成 25年－平成 29 年」の合計特殊出生

率は、減少しています。 

「平成 25 年－平成 29 年」の合計特殊出生率を全国や佐賀県と比較すると、

全国（1.43）より 0.09高くなっていますが、佐賀県（1.63）より 0.11下回っ

ています。 

■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態調査 

※合計特殊出生率：15歳から 49歳までの一人の女性の年齢別出生率を合計したもので、

一人の女性が一生の間に生む子ども数に相当します。人口維持には

2.08以上必要とされています。 

資料：人口動態調査 
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２）社会増減の推移 

本市への転入者数は 800 人前後で推移しており、令和元年度（平成 30 年

10 月～令和元年９月）では 745 人となっています。また、転出者数は 900～

1,000 人で推移しており、令和元年度は 975人となっています。 

社会増減（転入者数－転出者数）は、転出数が転入数を上回り続ける社会減の

傾向が続いており、令和元年度では 230 人の社会減となっています。 

■ 転入・転出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：佐賀県推計人口 市町別人口動態・動態率（各年 10 月～9月総数） 
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800

900

1,000

1,100

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

転出数 転入数

（人） 実 績 値

-135人 -216人

-86人 -149人 -202人

社会減

-230人
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（３）就業の動向 

本市全体の就業率をみると、女性は横ばい又は増加していますが、男性は一貫し

て減少傾向が続いています。また、平成 27 年の女性の就業率は 53.5％と佐賀県

や全国よりも高くなっています。 

■ 就業率の推移（男女別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

全国や佐賀県の値と比べると全体的に本市の女性の就業率が上回っています。 

また、女性の就業率は、一般的に結婚・出産期に一旦低下し、育児が落ち着いた

時期に再び上昇するという M 字カーブを描くと言われています。平成 27 年にお

ける女性の年齢別就業率は、35～39 歳で一旦低下し、40～44 歳で再び上昇し

ていますが、佐賀県や全国と比べて、M 字カーブを描く年齢がやや遅い傾向がみ

られ、結婚・出産の年齢が高くなっていると考えられます。 

■ 女性の年齢別就業率（平成 27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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0.0
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60.0

80.0
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全国 佐賀県 嬉野市

（％）
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50.9 51.1 
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50.9 
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55.0
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（％）
実 績 値
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第２節 各種調査結果の概要 

（１）子ども・子育て支援に関するニーズ調査 

１）調査の目的 

子ども・子育て支援を総合的に推進するため「嬉野市子ども・子育て支援事業

計画」を策定するにあたり、子育て支援サービスの利用状況をはじめ、保護者の

子ども・子育てに関する意向や要望等を把握し、今後の子ども・子育て支援事業

計画の策定に資することを目的として、アンケート調査を実施しました。 

 

２）調査の概要 

○ 調査地域：嬉野市全域 

○ 調査対象者：市内在住の就学前、小学生児童の保護者 

○ 調査期間：平成 31年１月 17 日～１月 31日 

○ 調査方法：就学前児童は郵送配布・郵送回収 

小学生児童は学校を通じた配布・回収 

○ 回収結果 

調査票 配布数 回収数 回収率 

就学前児童 475件 267件 56.2% 

小学生児童 984件 785件 79.8% 

合 計 1,459 件 1,052 件 72.1% 
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３）結果概要 

① 住まいの地域、子どもと家族の状況 

・回答者の住まいの校区は、就学前児童、小学生児童ともに「嬉野小学校区」が３

割程度と最も多くなっています。 

・子どもの人数は、就学前児童では「３人」、小学生児童は「２人」が最も多くな

っています。 

・調査の回答は主に「母親」が多く、また、ひとり親家庭と想定される割合（「配

偶者がいない」と回答した人の割合）は、就学前児童で 4.1％、小学生児童で

12.2％となっています。 

・子育てを主に行う人は「父母ともに」が全体の半数を超えていますが、「主に母

親」という回答も４割近くみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 主に子育てを行っている人（単数回答） 

56.2 

57.8 

38.2 

37.6 

0.4 

1.3 

1.9 

1.9 

1.9 

0.3 

1.5 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童(N=267)

小学生児童(N=785)

父母ともに 主に母親 主に父親

主に祖父母 その他 無回答
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② 子どもの育ちをめぐる環境 

・日常的や緊急時もしくは用事の際に祖父母等の親族にみてもらえる家庭は就学前

児童、小学生児童ともに約半数となっていますが、そのうち、約２～３割の家庭

が、祖父母等の親族の身体的・精神的負担が大きく心配で、心苦しい状況である

と回答しています。 

・子育てについて気軽に相談できる人や場所が「いる／ある」と回答した人は就学

前児童で 85.4％、小学生児童で 81.7％となっており、その相談相手は「祖父

母等の親族」や「友人や知人」が多くなっています。一方、「子育て支援施設（子

育て支援センター等）」や「市の保健センター」「市の子育て支援担当窓口」など

の専門機関を相談相手とする人は１割未満と少ない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 子育てに関して相談できる相手・機関（複数回答） 
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③ 保護者の就労状況 

・母親の就労状況は、就学前児童、小学生児童ともに「フルタイム就労（産休・育

休・介護休業中含む）」が５割程度、「パート・アルバイト等就労（産休・育休・

介護休業中含む）」が３割程度となっており、８割以上の母親が就労している状

況です。また、前回調査と比較すると、“就労者”（「フルタイム」＋「パート・

アルバイト等」）が就学前児童、小学生児童ともに増加しており、働く母親が増

加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就学前児童 小学生児童 

前回 今回 前回との差 前回 今回 前回との差 

ﾌﾙﾀｲﾑ 43.6% 53.6% +10.0 41.7% 49.8% +8.1 

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ等 28.9% 32.2% +3.3 36.2% 33.3% -2.9 

就労者 72.5% 85.8% +13.3 77.9% 83.1% +5.2 

未就労者 23.1 10.5 -12.6 14.2 9.3 -4.9 

 

・現在、働いていない母親の就労意向は、就学前児童、小学生児童ともに「すぐに

でも、もしくは１年以内に就労したい」が多くなっており、「１年より先、一番

下の子どもが○歳になったころに就労したい」を合わせると、就学前児童では

78.6％、小学生児童では 58.9％が就労を希望しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 母親の就労状況（単数回答） 

■ 母親の就労意向（未就労者のみ）（単数回答） 

4.9 

48.7 

3.4 

28.8 

10.5 

0.0 

3.7 

1.1 

48.7 

0.9 

32.4 

9.0 

0.3 

7.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中である

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中でない

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中でない

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

就学前児童(N=267)

小学生児童(N=785)

(%)

17.9 

39.3 

39.3 

3.6 

27.4 

21.9 

37.0 

13.7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい

無回答
就学前児童(ｎ=28)

小学生児童(ｎ=73)

(%)



16 

④ 定期的な教育・保育事業の利用 

○ 平日の定期的な教育・保育事業の利用 

・現在の定期的な教育・保育事業の利用について、就学前児童では「利用してい

る」が 86.1％と前回調査よりも 14.1 ポイント増加しています。利用してい

る理由は「子育て（教育を含む）をしている方が現在就労している」が８割以

上となっており、母親の就労者の増加が影響していると考えられます。 

・現在、定期的に利用している教育・保育事業は「認可保育所」（54.3％）、「認

定こども園」（22.6％）、「幼稚園」（17.4％）の順に多くなっています。 

・今後、無償化になった場合、利用したい教育・保育事業は「認可保育所（３～

５歳）」（57.3％）、「認定こども園」（39.0％）、「認可保育所（０～２歳児）」

（27.7％）、「私立幼稚園」（25.1％）の順に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 現在、定期的に利用している教育・保育事業（教育・保育事業の利用者のみ）（複数回答） 

■ 今後、無償化になった場合、利用したい教育・保育事業（就学前児童すべて）（複数回答） 
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○ 土曜日、日・祝日の教育・保育事業の利用希望 

・土曜日、日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用について、「月に１～２回は

利用したい」「ほぼ毎週利用したい」という回答は、土曜日が 56.1％、日・祝

日が 21.3％となっており、その主な理由は「月に数回仕事が入るため」とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 地域の子育て支援に関する事業の利用意向 

○ 子育て支援拠点事業（子育て支援センター）の利用状況と利用意向 

・子育て支援拠点事業の現在の利用は、他当該自治体が実施している類似の事業

の利用を含め 3.4％となっており、前回調査に比べて 10 ポイント以上減少し

ています。また、今後の利用意向がある人は、「すでに利用しているが、今後利

用日数を増やしたいとは思わない」を含めて 13.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 土曜日、日・祝日の教育・保育事業の利用希望（単数回答） 

41.9 

72.3 

27.3 

2.2 

28.8 

19.1 

1.9 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

土曜日

日曜日

利用する必要はない ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用したい 無回答

N=267

■ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）の利用状況（複数回答） 

3.0 

0.4 

95.1 

13.7 

1.9 

84.1 

0 20 40 60 80 100

地域子育て支援拠点事業を利用している

その他当該自治体で実施している類似の事業を利用している

利用していない

今回調査（N=267）

前回調査（N=415）

(%)

■ 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）の利用意向（単数回答） 

11.6 1.9 82.8 3.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童（N=267)

利用していないが、今後利用したい

すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない

無回答
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○ 地域の子育て支援に関する事業の利用意向 

・就学前児童における地域の子育て支援に関する事業の利用意向について、「利用

したい」という回答が最も多いのは「子育てイベントなど身近な地域における

親子の集いの広場」が 40.8％と最も多く、次いで「保育所や幼稚園の園庭等

の開放」（39.0％）、「病児・病後児保育」（37.5％）、「保健センターの情報・

相談サービス」（36.3％）の順に続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ こどもセンターの利用意向 

・こどもセンター（情報発信や相談業務に重点を置いた、人と人がつながり合う

ことができる場（利用者支援事業））が設置された場合、「利用したい」という

割合は、就学前児童で 34.5％、小学生児童で 21.0％となっています。 

・こどもセンターを利用意向が高まるような施設整備は「遊具や絵本等が置かれ

た屋内で遊べるスペース」「公園などが併設し、子どもが遊べる広場」「専門的

な知識・資格を持った相談員の常駐」「親子で参加できるイベントの実施」が上

位に挙げられています。 

■ 地域の子育て支援事業の利用意向（単数回答） 

19.5 

36.3 

33.0 

19.5 

35.6 

31.5 

22.5 

23.2 

26.6 

37.5 

39.0 

40.8 

29.2 

24.3 

9.4 

10.1 

4.9 

65.9 

47.6 

50.9 

62.9 

50.2 

53.2 

62.2 

61.8 

58.4 

50.6 

47.9 

45.7 

57.7 

61.0 

76.0 

74.9 

78.7 

14.6 

16.1 

16.1 

17.6 

14.2 

15.4 

15.4 

15.0 

15.0 

12.0 

13.1 

13.5 

13.1 

14.6 

14.6 

15.0 

16.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親（父親）学級、両親学級、育児学級

保健センターの情報・相談サービス

保育所の子育て支援

幼稚園の教育相談や講演会等

スクールカウンセラー等による相談

地域子育て支援センター

保育所の一時保育

幼稚園の預かり保育

保育所の休日保育

病児・病後児保育

保育所や幼稚園の園庭等の開放

子育てイベントなど身近な地域における親子の集いの広場

ファミリー・サポート・センター

家庭相談員による相談

ショートステイ

トワイライトステイ

障がい児保育

利用したい 利用したくない 無回答

N=267
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⑥ 病気の際の対応 

・子どもが病気やケガで幼稚園や保育所、小学校等に通うことができなかった経験

がある割合は、就学前児童で 75.7％、小学生児童で 56.7％と就学前児童に多

くみられます。その対処法として、「母親が休んだ」（または「父親が休んだ」と

回答した人のうち、「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」という割

合が、就学前児童で 23.6％、小学生児童で 15.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 放課後の過ごし方 

・就学前児童（５歳以上）、小学生児童（現在低学年）の放課後の過ごし方の希望

は、低学年（１～３年生）では「放課後児童クラブ」「自宅」「習い事（ピアノ教

室、サッカークラブ、学習塾など）」の順に多くなりますが、高学年（４～６年

生）になると、「自宅」「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」

「放課後児童クラブ」の順に多くなっています。高学年になると「放課後児童ク

ラブ」の利用を希望する人は減る傾向がみられます。 

 

 

 

 

 

 

  

■ 病児・病後児保育事業の利用意向（単数回答） 

23.6 

15.5 

75.7 

81.4 

0.7 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童(ｎ=140)

小学生児童(ｎ=323)

できれば病児・病後児保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

■ 放課後過ごさせたい場所（複数回答） 
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⑧ 育児と仕事の両立 

・育児休業の取得について、就学前児童の母親は「取得した（取得中である）」が

49.1％と半数近くが取得している一方で、父親は 1.5％とかなり低く、母親と

父親の育児休業取得には差がみられます。 

・多くの母親が育児休業取得後に職場復帰していますが、希望していた職場復帰の

時期は子どもの平均月齢１歳３か月に対して、実際の職場復帰の時期は平均月齢

７か月と約８か月早く復帰している状況がみられます。その理由は「経済的な理

由で早く復帰する必要があった」「人事異動や業務の節目の時期に合わせるため」

という回答が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 子育て環境について 

○ 子どもの遊び場 

・小学生児童を持つ保護者が、子どもの遊び場について感じることは「雨の日に遊

べる場所がない」（67.4％）、「近くに遊び場がない」（45.6％）、「遊具などの種

類が充実していない」（29.3％）、「思いきり遊ぶための十分な広さがない」

（23.3％）が上位に挙がっています。また、地区別にみると塩田地区では「近

くに遊び場がない」「遊具などの種類が充実していない」という回答が嬉野地区

よりも多く、一方、嬉野地区では「遊び場周辺の道路が危険である」が塩田地区

よりも多くみられます。 

 

 

  

■ 育児休業制度の取得の有無（単数回答） 

36.3 

1.9 

49.1 

1.5 

13.9 

89.5 

0.7 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童・母親

就学前児童・父親

働いていなかった 取得した（取得中である）

取得していない 無回答

N=267
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○ 子育て環境や支援の満足度 

・市の子育て環境や支援の満足度は、就学前児童小、学生児童ともに「普通」が最

も多くなっており、「低い」と「やや低い」を合わせると、就学前児童では26.3％、

小学生児童では 33.6％、「高い」と「やや高い」を合わせると、就学前児童で

は 20.2％、小学生児童では 13.0％となっており、小学生児童の方が市の子育

て環境や支援の満足度が低くなっています。 

 

 

 

 

  

■ 子どもの遊び場について感じること（複数回答） 

■ 子育て環境や支援の満足度（単数回答） 

45.6

67.4

23.3

29.3

5.4

16.7

21.7

1.7

8.2

17.8

17.1

3.1

8.9

49.1

67.3

24.6

34.5

5.3

16.0

23.5

0.7

9.6

12.1

18.1

2.5

10.0

43.7

67.4

22.3

26.4

5.4

17.3

20.5

2.2

7.4

21.3

16.7

3.4

8.5

0 20 40 60 80

近くに遊び場がない

雨の日に遊べる場所がない

思いきり遊ぶための十分な広さがない

遊具などの種類が充実していない

不衛生である

いつも閑散としていて寂しい感じがする

遊具などの設備が古い

緑などの自然が少ない

遊び場やその周辺の環境が悪くて、安心して遊べない

遊び場周辺の道路が危険である

遊び場に行っても、子どもと同じ歳くらいの遊び仲間がいない

特に感じることはない

その他

小学生児童 N=785

塩田地区 ｎ=281

嬉野地区 ｎ=497

(%)

6.4 

6.8 

19.9 

26.8 

52.8 

50.6 

18.7 

12.0 

1.5 

1.0 

0.7 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童(N=267)

小学生児童(N=785)

低い やや低い 普通 やや高い 高い 無回答
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（２）子どもの幸せを考えるためのアンケート調査 

１）調査の目的 

少子化や子どもの貧困などの問題が全国的に深刻化・顕在化していく中、本調査

は、本市に暮らす市民が安心して子どもを育てるために必要となる取り組みについ

て検討するにあたり、子どものいる家庭の生活状況や子どもの様子、子育ての悩み

や困りごと等の実態を把握することを目的に実施しました。 

２）調査の概要 

○ 調査地域：嬉野市全域 

○ 調査対象者：市内在住の０歳～17 歳の子どもを持つ保護者 

○ 調査期間：平成 29年１月 

○ 調査方法：郵送による配布・回収 

○ 回収結果 

配布数 回収数 回収率 

2,000 件 1,066 件 53.3% 

３）結果概要 

① 生活困難世帯の判別・類型化 

アンケート結果に基づき、“生活困難”という視点から世帯の判別・類型化を行

いました。これは、子どもの暮らす家庭の経済的な状況が、その子どもの幸せや夢

を実現する上での制約・条件となってはならないという考え方によるものです。 

“生活困難”の状況について、本調査では『世帯年収』『合意基準』『困窮経験』

の３つの視点から“生活困難世帯”と“それ以外の世帯”といった類型化を行いま

した。 

“生活困難世帯”
指標 

判別基準 

世帯年収 
◆世帯年収「250万円未満」の場合、“生活困難世帯”と判別 

◇世帯年収について無記入の場合、世帯年収による判別は不能 

合意基準 

６項目 

◆子どもにとって必要な環境・モノ（18 項目）のうち、６項目（①一

日三度の食事、②必要なときに病院・診療所に行く、③高校・高専

への進学、④季節にあった衣服、⑤遠足・修学旅行等の学校行事へ

の参加、⑥手づくりの夕食）のいずれかが「与えられていない」場

合、“生活困難世帯”と判別 

◇上記による“生活困難世帯”以外で、６項目中に無記入の項目があ

る場合、合意基準６項目による判別は不能 

困窮経験 

４項目 

◆経済的理由による困窮経験（６項目）のうち、４項目（①必要な食

料が買えなかった、②必要な衣料が買えなかった、③電気・ガス・

水道料金の滞納、④家賃・住宅ローンの滞納）のいずれかが「頻繁

にあった」場合、“生活困難世帯”と判別 

◇上記による“生活困難世帯”以外で、４項目中に無記入の項目があ

る場合、困窮経験４項目による判別は不能 
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類型化 

◆“生活困難世帯”指標のいずれかで“生活困難世帯”と判別された場合、

“生活困難世帯”として扱う 

◇“生活困難世帯”指標のすべてにおいて判別不能と判断された場合、“生活

困難世帯”の判別が不能であり、集計上は“不明”として扱う 

◇上記の“生活困難世帯”“不明”のいずれでもない場合は、“生活困難”で

はないことが判別されたことになり、“それ以外の世帯”として扱う 

 

集
計 

 件数 
構成比 

全データ対象 判別可能データ 

生活困難世帯 158 世帯 14.8％ 17.4％ 

それ以外の世帯 750 世帯 70.4％ 82.6％ 

不 明 158 世帯 14.8％  

計 1,066 世帯 100.0％ 100.0％ 

 

不明”データを除くと、“生活困難世帯”が全体の 17.4％、“それ以外の世帯”が

82.6％となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

9.0％ 

0.2％ 

1.0％ 1.0％ 

0.1％ 

3.7％ 2.3％ 

それ以外の世帯 

（82.6％） 生活困難世帯 

〈世帯年収〉 

（11.2％） 

 

生活困難世帯 

〈合意基準〉 

（5.1％） 

 

生活困難世帯 

〈困窮経験〉 

（3.6％） 

 

※生活困難世帯 （計 17.4％） 
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② 家族構成 

・家族構成別に“生活困難世帯”が占める割合をみると、「両親がいる世帯」では

12.8％であるのに対し、「父子世帯」では 25.0％、また、「母子世帯」では 54.2％

と過半数を占めています。ひとり親家庭のうち、特に母子家庭に“生活困難世帯”

が多くみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全体には判定不能 158 世帯並びに家族構成不明１世帯含む 

 

 

③ 子育ての悩みや相談について 

・子育てについての心配や悩み事について、「子どもの健康状態」と「周囲との人

間関係」など一部の項目を除いて、“それ以外の世帯”に比べて“生活困難世帯”

の方が総じて心配・悩み事の割合が高くなっており、特に「生活費などの経済

的な負担」は“生活困難世帯”が“それ以外の世帯”の割合を大きく上回って

います。 

・心配や悩み事の相談相手として、“それ以外の世帯”では「配偶者」が最も多く

78.9％、次いで「両親や親せき」が 61.7％、「友人・知人」が 54.4％の順と

なっていますが、“生活困難世帯”では「両親や親せき」が最も多く 50.0％、

次いで「友人・知人」が 46.2％、「配偶者」が 39.9％の順となっています。「配

偶者」の割合が少ない理由として、“生活困難世帯”では、子ども父親のいない

世帯が多いことが理由の一つとして考えられます。また、「相談相手がいない」

という回答は、“それ以外の世帯”の 1.6％に対して“生活困難世帯”では 7.6％

と多くなっています。 

  

■ 家族構成と生活困難世帯 

17.4 

12.8 

54.2 

25.0 

82.6 

87.2 

45.8 

75.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=908)

両親がいる世帯(N=791)

母子世帯(N=96)

父子世帯(N=20)

生活困難世帯 それ以外の世帯
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④ 生活全般 

○ 経済状況 

・現在の生活の経済的ゆとりの程度について、“それ以外の世帯”では「ふつう」

が 47.6％と最も多いのに対し、“生活困難世帯”では「まったくない」が 40.5％

と最も多くなっています。また、「まったくない」と「あまりない」を合わせる

と、“それ以外の世帯”では 39.1％に対し、“生活困難世帯”では 74.7％と約

２倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

■ 子育ての心配や悩み事 ■ 心配や悩み事を相談する相手 

■ 現在の生活の経済的ゆとりの程度 

54.3 

43.0 

30.1 

23.2 

20.5 

19.7 

15.1 

14.8 

2.3 

16.7 

63.3

45.6

60.1

34.8

20.3

25.9

12.7

18.4

3.2

10.1

52.3

43.6

24.7

22

20.9

18.5

15.6

14.9

2.4

18.5

0 20 40 60 80

将来的な教育費など

子どものしつけや接し方

生活費などの経済的な負担

仕事

周囲との人間関係

自分の健康状態

子どもの健康状態

家事・育児

その他

特にない

全体(N=1,066)

生活困難世帯(N=158)

それ以外の世帯(N=750)

(%)

1.2 

1.3 

1.3 

9.8 

3.2 

11.9 

43.8 

20.3 

47.6 

30.7 

34.2 

28.7 

14.1 

40.5 

10.4 

0.5 

0.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,066)

生活困難世帯

(N=158)

それ以外の世帯

(N=750)

かなりある まあまあある ふつう

あまりない まったくない 無回答
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○ 子育ての環境や支援への満足度 

・本市での子育ての環境や支援への満足度については、“生活困難世帯”“それ以外

の世帯”ともに「満足度３」が最も多くなっています。比較的満足度の低い「満

足度１」と「満足度２」を合わせると、“それ以外の世帯”では 20.6%に対し、

“生活困難世帯”では 41.1％と約２倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 将来の進学見通し（小学生・中学生の保護者のみ回答） 

・お子さんの将来の進学見通しについては、“それ以外の世帯”では「子どもが希

望すれば（子どもを全員）短大・大学・専門学校に行かせることができると思う」

が 65.8％と最も多いのに対し、“生活困難世帯”では「子どもが希望しても高

校・高等専門学校までしか行かせられない（子どもがいる）と思う」が 51.1％

と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 嬉野市の子育ての環境や支援への満足度 

5.0 

12.0 

3.9 

19.0 

29.1 

16.7 

50.3 

39.9 

52.1 

20.7 

13.9 

22.5 

2.2 

3.8 

1.7 

2.8 

1.3 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=1,066)

生活困難世帯

(N=158)

それ以外の世帯

(N=750)

満足度1 満足度2 満足度3 満足度4 満足度5 無回答

■ 将来の進学見通し（小学生・中学生の保護者のみ回答） 

0.6 

2.2 

0.4 

24.8 

51.1 

20.6 

58.2 

23.9 

65.8 

14.6 

21.7 

11.3 

1.9 

1.1 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=686)

生活困難世帯

(N=92)

それ以外の世帯

(N=485)

子どもが希望しても中学までしか行かせられない（子どもがいる）と思う

子どもが希望しても高校・高等専門学校までしか行かせられない（子どもがいる）と思う

子どもが希望すれば（子どもを全員）短大・大学・専門学校に行かせることができると思う

わからない

無回答

0.6 

2.2 

0.4 

24.8 

51.1 

20.6 

58.2 

23.9 

65.8 

14.6 

21.7 

11.3 

1.9 

1.1 

1.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=686)

生活困難世帯

(N=92)

それ以外の世帯

(N=485)

子どもが希望しても中学までしか行かせられない（子どもがいる）と思う

子どもが希望しても高校・高等専門学校までしか行かせられない（子どもがいる）と思う

子どもが希望すれば（子どもを全員）短大・大学・専門学校に行かせることができると思う

わからない

無回答
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（３）子ども・子育て支援事業計画策定のためのヒアリング調査 

１）調査の目的 

「嬉野市子ども・子育て支援事業計画」を策定するにあたり、市内の子ども・

子育てに関係する各種団体等から市の現状や課題等を聴き、計画の策定に資する

ことを目的として、ヒアリング調査を実施しました。 

 

２）調査の概要 

○ 調査期間：平成 31年１月～２月 

○ 調査実施方法：ヒアリング対象団体の代表者に調査票を配布し、記入された

内容に基づき、直接ヒアリングを実施 

○ ヒアリング対象団体 

対象団体 調査日 

嬉野町民生児童委員協議会 代表者 平成 31年 1月 23日 

塩田町民生児童委員協議会 代表者 平成 31年 1月 25日 

嬉野市社会福祉協議会 代表者 平成 31年 1月 23日 

児童養護施設 済昭園 代表者 平成 31年 2月 18日 

３）結果概要 

① 嬉野市の子ども・子育て家庭を取り巻く現状や問題点 

◆ 親になることへの意識の低さや子育てに余裕がない家庭がみられる。また、

子どものみならず、親自身がスマホやゲーム、SNS 等に依存し、家庭全体の

生活リズムが崩れている場合もある。 

◆ 近所づきあいの希薄化により、子ども及び家庭の様子が見えにくい。 

◆ 核家族化が進行し、父親の姿がみられない家庭の母親は、周囲からの助けが

少ない。 

◆ 共働き家庭が増えており、食事の質の低下や共食の機会が減るなど、親子の

生活習慣にすれ違いがみられる。 

◆ 子育て支援センターに来る人が固定しており、保護者同士のコミュニケーシ

ョンを図る場や機会が少ない。 
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② 支援が必要な子ども・子育て家庭の状況や問題点 

◆ 貧困などにより、子どもたちが十分に食事を取れていない状況がみられる。 

◆ 保護者自身の精神疾患やアルコール依存症などにより、養育困難の状態や育

児放棄（ネグレクト）の傾向が強くなっている。 

◆ 発達障がい、ASD（自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群）や LD（学

習障害）など、見た目では障がいがわかりにくい子どもと その家族への支

援が必要である。 

◆ 生活困難家庭が必要な支援に結びついていない場合がある。また、障がいや

不登校の子どもたちが進学を機に、支援が途切れてしまうこともあるため、

支援が必要な子ども・子育て家庭への切れ目ない支援が必要となる。 

◆ 外国人の子どもが増えており、妊娠・出産・子育てを行う上で、言語が壁と

なっており、必要な情報が行き届かないといった課題がある。 

 

③ 地域の協力による子育て支援の状況や問題点 

◆ ファミサポや子どもたちへの本の読み聞かせ、見守り、あいさつ運動など子

育て支援のボランティアを行っているが、周知されていない。また、ボラン

ティアを行う人材の確保が難しい。 

◆ 世代間交流や子どもたちのボランティア活動、学校で福祉体験教室を行って

いる。 

◆ 各家庭のライフスタイルや価値観の多様化などにより、地域で子育てをして

いくことが難しい。まずは、地域の人と子どもたちが顔見知りの関係を築く

ことが大切である。 

 

＊「ASD（自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群）」とは･･･ 

概ね 3 歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さや言葉の発達の遅れ、

興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢

神経系に何らかの要因による機能不全がある状態と推定されています。なお、アス

ペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の

発達の遅れを伴わない状態です。 

＊「LD（学習障害）」とは･･･ 

基本的には全般的な知的発達に遅れはみられませんが、聞く、話す、読む、書く、

計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すさま

ざまな状態を示します。 
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④ 子どもの成長に関わる環境の状況や問題点 

◆ 子どもが安全に楽しく遊べるような公園がない地区がある。大きな公園では

なく、身近な地域で子どもたちが自由に遊べる場がほしい。 

◆ 夏休み前に、各地区の公園の遊具等を点検している。危険性がある遊具等に

ついては、撤去されている。 

◆ 放課後児童クラブを提供する教室が狭いため、専用の教室（場）の確保が必

要である。 

◆ 市内事業所同士の交流がないため、保護者からの相談に対応できない場合が

ある。市の子どもに関わる全事業所で、実務者レベルで情報交換・情報共有

を図り、質の高い教育・保育、相談支援・情報が提供できるよう取り組んで

いく必要がある。 

◆ 子育て家庭ショートステイやトワイライトステイについて、受け入れ側の人

員等の体制が整わず、預かりを断る場合もある。 

 

⑤ 市の子育て支援策について 

◆ 本市は、様々な子育て支援策に取り組んでいるが、周知不足や利用手続きの

煩雑さなどから、利用に至らない場合がある。 

◆ 病児保育や託児所などもあり、子育て支援は充実している。今後、ひとり親

家庭や発達障がい児の早期支援など、特に支援を必要とする子どもと家庭へ

の支援の充実が必要である。 

◆ こんにちは赤ちゃん訪問やヘルパーの派遣など、フォローが必要な子どもと

家庭への支援を拡充する必要がある。 

◆ 制度や市役所窓口の変更、職員の異動などにより、継続した支援が提供され

ない場合がある。 
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第３節 第１期計画の実施状況 

（１）教育・保育の実施状況 

１）幼稚園 

令和元年５月１日現在、本市には２つの私立幼稚園があります。２園ともに在

園児数が定員を下回っており、入所率は和光幼稚園で 42.2％、塩田幼稚園で

55.0％となっています。 

■ 幼稚園  

 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料 

  

単位：人

和光幼稚園 30 9 30 13 30 16 90 38 42.2%

塩田幼稚園 20 11 30 20 30 13 80 44 55.0%

50 20 60 33 60 29 170 82 48.2%

うち市外受託児童 - 2 - 1 - 0 - 3 -

※令和元年5月1日現在

合　計

名称

3歳児

定員

4歳児

定員
在園
児数

在園
児数

5歳児

定員 定員

合　計

入所率
在園
児数

在園
児数
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２）認定こども園 

令和元年５月１日現在、本市には３つの私立認定こども園があります。１号認

定～３号認定の合計をみると、全ての園で在園児数が定員を下回っています。 

■ 認定こども園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料  

＜１号認定＞ 単位：人

ルンビニこども園 5 4 5 0 5 4 15 8 53.3%

5 0 5 6 5 7 15 13 86.7%

11 6 12 6 12 5 35 17 48.6%

21 10 22 12 22 16 65 38 58.5%

うち市外受託児童 - 0 - 0 - 0 - 0 -

※令和元年5月1日現在

＜２号認定＞ 単位：人

ルンビニこども園 9 7 9 3 10 10 28 20 71.4%

16 20 16 14 16 13 48 47 97.9%

15 8 15 9 15 15 45 32 71.1%

40 35 40 26 41 38 121 99 81.8%
うち市外受託児童 - 0 - 0 - 0 - 0 -

※令和元年5月1日現在

＜３号認定＞ 単位：人

ルンビニこども園 8 4 12 5 12 9 32 18 56.3%

12 4 15 12 15 18 42 34 81.0%

6 2 14 9 14 12 34 23 67.6%

26 10 41 26 41 39 108 75 69.4%
うち市外受託児童 - 0 - 0 - 0 - 0 -

＜合計＞ 単位：人

ルンビニこども園

うち市外受託児童

嬉野ルンビニこども園

認定こども園嬉野幼稚園

合　計

※令和元年5月1日現在

定員 在園児数

- 0 -

75

105

114

294 212

72

94

46

72.1%

63.2%

89.5%

61.3%

入所率

※令和元年5月1日現在

名称

嬉野ルンビニこども園

認定こども園嬉野幼稚園

合　計

合　計

定員
在園
児数

定員
在園
児数

定員
在園
児数

定員
在園
児数

入所率

合　計

嬉野ルンビニこども園

認定こども園嬉野幼稚園

合　計

名称

1歳児

5歳児 合　計

定員
在園
児数

定員
在園
児数

定員
在園
児数

定員
在園
児数

入所率

0歳児 2歳児

嬉野ルンビニこども園

認定こども園嬉野幼稚園

合　計

名称

3歳児 4歳児 5歳児 合　計

定員
在園
児数

定員
在園
児数

定員
在園
児数

定員
在園
児数

入所率

3歳児 4歳児

名称
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３）保育所 

令和元年５月１日現在、本市には８つの私立保育所があります。下宿保育園は在

園児数が定員数を上回っており、それ以外の保育所では、在園児数が定員と同数ま

たは下回っている状況です。市全体でみると、入所率は 91.1％となっています。 

■ 保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料 

  

単位：人

8 2 12 12 12 13 15 15 16 13 17 17 80 72 90.0%

6 2 9 9 9 9 12 9 12 14 12 8 60 51 85.0%

8 1 10 14 9 12 13 15 15 13 15 15 70 70 100.0%

8 4 12 10 12 12 12 13 13 8 13 14 70 61 87.1%

4 3 10 12 14 16 19 20 21 16 22 16 90 83 92.2%

8 5 14 10 14 11 18 17 18 15 18 22 90 80 88.9%

8 4 12 13 12 14 16 15 16 17 16 20 80 83 103.8%

8 2 12 16 12 11 18 15 20 14 20 17 90 75 83.3%

58 23 91 96 94 98 123 119 131 110 133 129 630 575 91.3%

うち市外受託児童 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

定員
在園
児数

定員

5歳児 合　計

定員
在園
児数

定員
在園
児数

4歳児

定員
在園
児数

※令和元年5月1日現在

嬉野りすの森保育園

みのり保育園

久間子守保育園

たちばな保育園

井手川内保育園

岩屋保育園

下宿保育園

吉田保育園

在園
児数

入所率

合　計

名称

0歳児 3歳児

定員
在園
児数

定員
在園
児数

1歳児 2歳児
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（２）学校教育の状況 

令和元年５月１日現在、８か所の小学校があり、嬉野小学校、五町田小学校以外

は、１学年１クラス程度となっており、大野原小学校では複式学級となっています。

また、４か所の中学校があり、吉田中学校が１学年１クラスとなっています。 

■ 小学校                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会（令和元年５月１日現在） 

   学年別児童数は、分校児童数、特別支援学級児童数含む 

 

■ 中学校                      

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会（令和元年５月１日現在） 

   学年別生徒数は、特別支援学級生徒数含む 

 

  

学校名 学年 １年生 ２年生 ３年生 特別学級 計

児童数 73 78 77 - 228

学級数 3 2 3 3 11

児童数 125 100 114 - 339

学級数 3 3 3 2 11

児童数 0 5 4 - 9

学級数 0.5 0.5 1 1 3

児童数 21 15 13 - 49

学級数 1 1 1 2 5

児童数 219 198 208 - 625

学級数 7.5 6.5 8 8 30
計

単位：人、級数

塩田中学校

嬉野中学校

大野原中学校

吉田中学校

学校名 学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 特別学級 計

児童数 37 28 46 30 29 37 - 207

学級数 2 2 1 1 1 1 3 11

児童数 39 26 29 40 33 27 - 194

学級数 1 1 1 1 1 1 2 8

児童数 23 22 29 26 19 23 - 142

学級数 1 1 1 1 1 1 4 10

児童数 60 81 67 72 88 72 - 440

学級数 3 2 2 3 2 2 4 18

児童数 25 28 32 25 24 27 - 161

学級数 1 1 1 1 1 1 2 8

児童数 3 2 6 2 2 3 - 18

学級数 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 1 4

児童数 15 12 19 14 23 20 - 103

学級数 1 1 1 1 1 1 2 8

児童数 25 23 19 13 21 20 - 121

学級数 1 1 1 1 1 1 2 8

児童数 227 222 247 222 239 229 - 1,386

学級数 10.5 9.5 8.5 9.5 9 8 20 75

轟小学校

大野原小学校

吉田小学校

大草野小学校

計

五町田小学校
（分校含む）

単位：人、級数

久間小学校

塩田小学校

嬉野小学校
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（３）地域子ども・子育て支援事業の実施状況 

１）延長保育事業（時間外保育事業） 

【事業概要】 

・保育が必要と認定を受けた子どもに対して、通常の利用日数及び利用時間以外

に保育所で保育を行う事業です。市内の認定こども園・保育所（11 園）全て

で実施しています。 

【対象者】 

・０歳児～５歳児 

【見込量と実績】 

・見込量より実績は少なくなっています。第１期計画策定時の単位と実績の単位

は異なっていますが、利用は減少傾向にあります。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人日 7,122 5,298 3,697 3,309 

前回の見込量 人日 83 82 80 79 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

 

２）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

【事業概要】 

・保護者が就労等のために昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後に適切な遊

びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業です。 

【対象者】 

・１年生～3 年生：低学年 

・４年生～６年生：高学年 

【見込量と実績】 

・見込みでは減少傾向となっていましたが、実績は年々増加傾向となっています。

また、前期計画期間の定員は 585 名となっており、平成 29 年度から定員を

上回る実績となっています。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人 498 559 617 629 

前回の見込量 人 413 408 408 401 

※ 実績は登録児童数（申請があった全児童数（途中退所者、途中入所者、長期のみ

利用者も含む）） 
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３）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

【事業概要】 

・保護者の疾病や仕事などにより子どもの養育が一時的に困難になった場合や、

育児不安や育児疲れ等による身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、子ど

もを児童養護施設等で一時的に預かる事業です。 

【対象者】 

・０歳児～18 歳児 

【見込量と実績】 

・市内の児童養護施設等に委託を行い、事業を実施しています。平成 27 年度と

平成 30 年度は利用がありました。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人日 39 0 0 3 

前回の見込量 人日 0 0 0 0 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

 

４）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

【事業概要】 

・乳幼児とその保護者を対象に、親子で遊ぶ中で情報提供や交流、仲間づくりを

行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の支援を

行う事業です。 

・嬉野庁舎と嬉野市コミュニティセンター楠風館で実施しています。 

【対象者】 

・小学校就学前児童とその保護者 

【見込量と実績】 

・実績は見込みを大きく上回っています。平成 27 年度から平成 29 年度にかけ

て、実績は減少傾向にありますが、平成 30年度に増加しています。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人回 6,972 6,400 5,776 6,166 

前回の見込量 人回 4,000 4,000 4,000 4,000 

※人回は、何人の人が何回利用したかを示す。（利用人数×利用回数＝利用人回） 
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５）一時預かり事業 

① 一時預かり事業（幼稚園の預かり保育） １号認定／２号認定で幼稚園希望 

【事業概要】 

・家庭で保育を受けることが一時的に困難となった在園児を、幼稚園で一時的に

預かる事業です。 

【対象者】 

・３歳児～５歳児 

【見込量と実績】 

・各年、幼稚園等における預かり保育の利用実績はありません。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人日 0 0 0 0 

前回の見込量 人日 12,820 12,820 12,419 12,209 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

 

② 一時預かり事業（認定こども園・保育所の預かり保育） 

【事業概要】 

・通常の利用時間以外に、保育認定を受けない子どもに対し、認定こども園・保

育所で保育を行う事業です。 

【対象者】 

・０歳児～５歳児 

【見込量と実績】 

・実績は見込みを大きく下回っており、平成 28 年度に一度減少しましたが、そ

の後は増加傾向にあります。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人日 332 297 308 339 

前回の見込量 人日 1,707 1,684 1,639 1,607 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 
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６）病児・病後児保育事業 

【事業概要】 

・急な病気や病気からの回復期などで、集団保育が困難な子どもを一時的に医療

機関等で保育を行う事業です。 

【対象者】 

・０歳児～５歳児、１年生～６年生 

【見込量と実績】 

・実績は見込み量を大きく下回っていますが、利用は増加傾向にあります。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人日 28 39 38 40 

前回の見込量 人日 164 162 158 155 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

 

７）ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

【事業概要】 

・一時的に保育を依頼する会員と、一時的に児童を預かる会員が登録し、育児に

関して地域住民が相互援助活動を行う事業です。 

【対象者】 

・０歳児～11 歳児（概ね小学生まで） 

【見込量と実績】 

・平成 29 年度以降、実績が見込みを上回るようになり、平成 30 年度では 272

人日と大きく増加しています。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人日 87 80 171 272 

前回の見込量 人日 164 162 158 155 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 
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８）妊婦健康診査事業 

【事業概要】 

・妊婦の健康の保持・増進を図るため、妊婦に対する健康診査として健康状態の

把握、検査計測、保健指導等を実施する事業です。 

【対象者】 

・妊婦 

【見込量と実績】 

・実績は見込み量を大きく上回っていますが、減少傾向にあります。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 
回 320 320 306 236 

人 211 228 200 186 

前回の見込量 人 199 195 191 186 

 

９）乳児家庭全戸訪問事業 

【事業概要】 

・保健師等が生後４か月までのすべての乳幼児を訪問し、母子の健康管理、育児

支援の情報提供を行う事業です。また、発育発達の観察及び育児に関する指導

助言を行います。 

【対象者】 

・０歳児とその保護者 

【見込量と実績】 

・前回の見込みは減少と推計されていましたが、平成 27 年度から平成 30 年度

にかけて増加しています。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人 187 194 183 204 

前回の見込量 人 199 195 191 186 
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10）養育支援訪問事業 

【事業概要】 

・育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対し

て不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている

家庭に対して、保健師・助産師による具体的な養育に関する指導助言等を訪問

により実施することにより、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減

を図る事業です。 

【対象者】 

・乳児家庭全戸保問事業等の実施により養育支援が必要であると確認された家庭 

【見込量と実績】 

・実績は見込みを下回っており、減少傾向にあります。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 人 13 9 9 9 

前回の見込量 人 20 20 20 20 

11）利用者支援事業 

【事業概要】 

・保健師等の専門職が、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関

する妊産婦等からの様々な相談に応じ、その状況を継続的に把握します。また、

支援を必要とする方が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行うととも

に、関係機関と協力して支援プランの策定などを行う事業です。 

・令和元年度から、基本型と母子保健型の２か所で実施しています。 

【対象者】 

・妊産婦から小学校就学前児童の子育て家庭を基本とし、18 歳までの児童とその

保護者・家庭 

【見込量と実績】 

・令和元年度に１か所整備を行っています。 

 単位 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

実績 か所 0 0 0 0 

前回の見込量 か所 1 1 1 1 

＊「利用者支援事業（基本型）」は、地域子育て支援センター等の身近な場所で、子育て家

庭等から日常的に相談を受けたり、子育てに関する情報の収集・提供、子育て支援事業

や保育所等の利用にあたっての助言・支援を行います。 

＊「利用者支援事業（母子保健型）」は、保健センター等で保健師等の専門職が、妊娠期か

ら子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な相談に応じ、その状況を継続

的に把握し、支援を必要とする保護者が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行

うとともに、関係機関と協力して支援プランの策定を行います。  
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第４節 課題の整理 

基礎的な統計資料や各種調査、第１期計画の実施状況等から、本市の子ども・子育て

家庭を取り巻く課題を次のように整理します。 

 

 課題１ 子育て家庭への相談支援・情報提供と教育・保育サービスの充実

相談支援・情報提供の充実 

本市では、地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）や令和元年９月に整備

した「こどもセンターLykke（リュッケ）」をはじめ、地域の実情に応じた様々な子ど

も・子育て支援事業に取り組み、妊娠期から出産、子育て期にわたるまで、親と子の

健全な成長と切れ目ない相談支援や情報提供の充実に努めてきました。 

平成 30 年度の子ども・子育て支援に関するニーズ調査では、子育てについて気軽

に相談できる人や相談できる場所が「いる/ある」という回答は８割程度となっていま

すが、平成 25 年度の調査と比べると、その割合は１割程度減少しています。 

近年の少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化等により、従来のように

親族や近隣からの日常的な支援や助言を受けることが難しくなっており、その傾向は

さらに強まっていくと考えられます。 

今後、子育て支援センター及びこどもセンターを中心に、相談支援体制の機能強化

を図るとともに、身近な地域の相談支援体制の充実に努め、保護者の妊娠・出産、子

育てによる不安・負担の軽減及び解消を図ることが重要です。 

また、生活困難家庭や外国籍の子どもがいる家庭などに必要な情報を提供できず、

支援に結び付いていないことが指摘されています。子育てに必要な情報をすべての家

庭に伝えることができるよう、多様な手段を活用した情報提供の充実に努めることが

必要です。 

教育・保育事業の提供体制の充実  

本市では、母親の就労率の増加に伴い、保育所等の利用率も増加しています。アン

ケート調査によると、平日だけでなく土曜日や長期休暇中においても、認可保育所や

認定こども園の今後の利用意向が高く、また、令和元年 10 月から実施された幼児教

育・保育無償化に伴い、さらに教育・保育の利用ニーズは高まると考えられます。 

また、放課後児童クラブの利用者が増加する中、支援員の確保や配慮が必要な家庭

への支援や他機関との連携、情報共有などが課題として指摘されています。 

多様な教育・保育ニーズ及び仕事と子育ての両立支援に対応するため、教育・保育

事業の拡充を図るとともに、特別な配慮が必要な子どもを含めたすべての子どもに質

の良い教育・保育事業が行き届くよう、幼稚園や保育所、放課後児童クラブ等に従事

する教諭、保育士、支援員の確保や質の向上に向けた取り組みが必要です。 
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 課題２ 地域全体で「子育ち」を支援していくための取り組みの充実

地域全体で「子育ち」を支援するための環境整備 

少子化や核家族化によって地域との繋がりが希薄化する中、本市はこどもセンター

の整備や交流機会の支援、公園の整備等を行ってきました。その他、社会福祉協議会

による子どもの居場所づくりや民生委員・児童委員による子どもの遊び場等の点検、

地域住民による子どもの登下校の見守り等様々な取り組みが行われています。 

アンケート調査によると、子育てイベントなど身近な地域における親子の集いの広

場を約３割が利用しており、今後の利用意向もみられています。また、遊び場に関し

ては、雨の日に遊べる場所や身近な地域の遊び場を求める意見が多く、ヒアリング調

査では、世代を超えた居場所づくりが求められています。 

地域全体で子どもを見守るために、学校を含めた地域の中で子どもと子育て家庭が

抱える問題を共有し、解決に向けた取り組みを進め、子育てに関する意識啓発を図る

ことが必要です。また、子どもや保護者の居場所として、子育て支援センターやこど

もセンター、嬉野市コミュニティセンター等の周知や様々な活動ができる環境づくり

を進めることが必要です。 

子どもの心身の健やかな成長を促進する教育環境の整備  

本市は、「学力」のみならず、「心」と「体」を育む学校教育を推進し、知育・徳育・

体育の３つの教育課題に加えて食育にも力を入れ、取り組みを進めています。本市の

小中学校の学力はおおむね良好で、あいさつや掃除も上手にできていると評価されて

います。 

本市が推進する教育の一元化を図るためには、学校・家庭・地域社会が一体となっ

て 子どもの教育にあたっていくことが必要です。  

また、ヒアリング調査では発達障がいのある子どもの支援の必要性が指摘されてい

ます。近年は、障がいに対する理解が進み、学習障害や注意欠陥・多動性障害、高機

能自閉症などの障がいのある子どもが保育所等や学校の通常学級に在籍していること

も少なくありません。 

一人ひとりの特性に応じた配慮・教育を実施し、多種多様な教育的ニーズに対応で

きる体制づくりが必要です。 
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 課題３ 子育て家庭の健康増進の推進

「食」を通した子どもの健康増進 

本市は、市民一人ひとりの健康づくりとそれを支える地域社会づくりを発展させる

ために、第３次嬉野市健康総合計画・食育推進計画（平成 30 年）を策定しました。

その際のアンケート調査によると、３歳以上の乳幼児のほとんどが、毎日朝食を食べ

ていました。しかし、ヒアリング調査によると、近年は両親が共働きであることから、

親子の生活習慣にすれ違いがみられ、食事を３食きちんと取れていない家庭や一緒に

食事ができていない家庭、また、父子家庭においてはバランス良い食事が取れていな

い状況が指摘されています。 

毎日の食生活を充実させることは、生活習慣病の予防のみならず楽しみや喜び、人

と人とのコミュニケーション等、心身の健康を保つ上で重要です。バランスの良い食

事を推進するための情報提供や学習機会の充実を関係各課や地域と連携して取り組む

必要があります。 

保健・医療支援体制の充実、親子の生活習慣改善の推進  

本市は、小児医療体制の整備や母子保健推進員活動の充実を図り、母子保健の充実

に努めてきました。平成 28 年度の乳幼児健康診査の状況をみると、１歳６か月児健

康診査や３歳児健康診査の受診率は 95％以上となっています。 

また、アンケート調査によると、子どもが病気の際に母親が休んで対応するケース

が多く、病児・病後児を他人に看てもらうのは不安なため、病児・病後児保育施設を

利用しない方が多くなっています。さらに、利用料が不明な点や手続きが煩雑である

ことも指摘されています。 

引き続き、母子保健の充実や、子どもが病気の際に安心して対応できるように、各

医療機関や関係団体との連携強化及び安心して病児・病後児を預けられるような施設

の整備、手続きの簡素化等の支援体制の充実が必要です。 

また、親子の生活習慣について、ヒアリング調査によると携帯電話、スマートフォ

ン等の普及により、子どものみならず保護者自身もゲームや SNS 等に依存し、生活

リズムが崩れている状況が指摘されています。生活習慣は生涯を通じた健康の保持・

増進、心身の健やかな成長や生涯の生き方にも影響を与える重要なものと言えます。

発達段階に応じて規則正しい生活習慣を過ごせるよう、健康に関する正しい知識を身

につけるための機会を増やし、家庭や保育所・教育機関、地域や行政が一丸となって

連携しながら取り組んでいくことが重要です。 
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 課題４ 配慮が必要な子ども・家庭への支援と経済的な支援の充実

児童虐待防止・早期発見の強化、ＤＶの予防 

近年、重大な児童虐待事件が後を絶たず、国は、児童虐待の防止に向けた、発生予

防や発生時の迅速・的確な対応の強化に向けた制度改正を進めています。 

本市においても、要保護児童対策地域協議会を中心に、児童虐待防止に向けた取り

組みを進めてきました。また、ヒアリング調査では、ネグレクト傾向にある家庭が複

数あり、保護者の精神疾患等や養育能力の低さが指摘されています。 

児童虐待の予防、早期発見・早期対応に向けて、妊娠期から保健・医療・福祉分野

と連携し、より一層支援体制を強化する必要があります。また、子どものみならず、

DV 相談や育児不安等を抱える母親・父親に対して、気軽に相談・情報収集できる女

性・子ども・家庭支援センター事業の充実を図る必要があります。 

障がいのある子どもと家庭への支援の充実  

本市の平成 29 年度における 18 歳未満の障害者手帳取得状況をみると、療育手帳

（44 人）が最も多く、次いで身体障害者手帳（18 人）、精神障害者保健福祉手帳（10

人）となっています。ヒアリング調査では、ASD（自閉スペクトラム症、アスペルガ

ー症候群）や LD（学習障害）など、外見だけでは障がいがわかりにくい子ども達へ

の支援が困難であることが指摘されています。 

平成 30 年度に策定された嬉野市第３次障がい者福祉計画等との調和を図り、障が

いの早期発見・早期療育を推進し、療育相談や障がいのある子ども達への支援体制の

充実に取り組んでいく必要があります。 

＊ASD（自閉症スペクトラム、アスペルガー症候群）、LD（学習障害）の解説は、28ページ参照 

子どもの貧困・経済的な支援の充実 

近年、全国的に子どもの貧困が社会問題として取り上げられている中、本市におい

ても、ひとり親家庭の生活困窮などの問題が浮かび上がってきています。 

子どもの幸せを考えるためのアンケート調査によると、生活困難世帯の経済状況は

ひっ迫しており、生活や子育てに必要な経済的負担に悩む家庭も多くみられます。ま

た、子どもの将来の進学見通しについて、半数以上の生活困難世帯が、子どもが希望

する進学を叶えてあげることができないと考えています。 

子どもの貧困問題や経済的支援が必要な家庭は、様々な福祉問題が複合的に絡み合

っていることが多く、子ども・子育てに関する経済的な支援や各種助成制度の周知、

相談支援体制の充実とともに、教育・福祉・医療等の地域における多様な関係者が連

携・協力しながら、総合的・継続的に支援していく必要があります。 
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 課題５ 子どもと子育て家庭が安心して暮らせる生活環境の整備

男女がともに仕事と育児を両立できる社会の推進 

子ども・子育て支援に関するニーズ調査によると、本市の母親の就業率の増加に伴

い、母親の育児休業取得率も上がっています。しかし、依然として父親の育児休業取

得率は低く、母親も経済的な事情から希望より早く職場復帰している現状です。 

また、子育てを主に父母ともに行うのは全体の半数をとなっていますが、母親のみ

を含めると全体の９割を占め、依然として母親が育児を担う役割が大きいことが推察

されます。 

今後は、男女がともに職業生活と家庭生活を両立できる社会の実現に向け、保護者

の多様なニーズに対応した柔軟な教育・保育サービスや就業機会の確保とともに、社

会全体への男女共同参画に関する意識啓発や父親の子育てや家庭生活への自発性を高

める取り組みが必要です。 

安全・安心な生活環境の整備 

本市は、これまでも家庭や幼稚園・認定こども園・保育所、学校、地域、警察など

が連携し、子どもの安全を守る取り組みを進めてきました。最近では、情報通信技術

等の発達に伴い、子どもや青少年が犯罪の被害者にも、加害者にもなりやすい危険な

環境にあります。また、ヒアリング調査では、情報通信技術等の発展で、子どもの様

子や家庭の様子が見えにくくなり、近所の人も様子がわからない状況が指摘されてい

ます。 

今後は、子どもや青少年の安全を守る体制をさらに強固なものとしながら、安全・

安心なまちづくりを推進していく必要があります。 
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第３章 計画の基本理念と基本目標 
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第１節 計画の基本理念 

近年、少子高齢化や核家族化の進行、生活スタイルの変化や価値観の多様化、地域

におけるつながりの希薄化などにより、多様な保育ニーズの高まりや子育て家庭の孤

立化など、子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、児童虐待や子どもの貧困、学校におけるいじめや不登校など、子どもの心身

の健やかな育ちを妨害する問題が顕在化している状況です。 

「子育ての第一義的な責任は保護者にある」という考え方はもちろんですが、全て

の子どもたちの健やかに成長していけるよう、地域、行政、企業などが保護者に寄り

添い、子育てに対する不安や負担、孤立感を和らげ、子どもと保護者の成長を支える

体制の整備を推進することが、社会全体の責務でもあります。 

本市では、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成されるよう、行政の努力

に加え、保護者や市民一人ひとり、関係機関等との協力により、地域全体での子育て

環境をより一層充実していくまちを目的に、「子どもの歓声と笑顔あふれる嬉野市をめ

ざして」を基本理念として、子ども・子育て支援を推進してきました。 

第２期計画においても、この考え方は普遍的なものとしつつ、日々成長する子ども

とともに、親も子育てのすばらしさと喜びを実感し、責任と誇りを持って子育てに取

り組むことのできるまちを目指して、子ども・子育て支援の施策を推進していくこと

が大切です。 

そこで、第１期計画の基本理念を継承し、社会全体で子どもと親を支えるまちを目

指す観点を加え、第２期計画の基本理念を次のように設定します。 

 

 

基本理念 

 子どもの成長をみんなで支え  

子どもの歓声と笑顔があふれるまち うれしの 
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第２節 基本目標 

本計画の基本理念の実現に向け、「第２次嬉野市総合計画」と「第１期嬉野市子ども・

子育て支援事業計画」の施策等を踏まえながら、基本目標を次のように設定し、子ども・

子育て支援に取り組みます。 

基本目標１ 子どもと親の育ちを地域で支える 

子どもたちの健やかな育ちにとって、まずは親の不安や負担を和らげ、子どもの

成長に喜びと楽しさを実感できることが大切です。 

このため、地域住民や団体、機関、行政の協働による見守りと相談支援、子育て

に関する情報提供の充実に取り組みます。 

また、子どもたちが地域でのびのびと遊ぶことができ、親同士、同年齢・異年齢

の子ども同士、子どもと大人が交流できる場や機会の充実を図り、子どもと子育て

する親の成長を地域全体で支えるまちを目指します。 

基本目標２ 子どもと親の健康を守る 

妊娠・出産の不安を解消し、安心して子どもを生むことができ、生まれた子ども

が心身ともに健やかに成長していける環境づくりが重要です。このため、妊娠・出

産期から子育て期に至る時期において切れ目のない一貫した母子の健康づくりを推

進します。 

また、健康診査等をはじめ、食を通した健康増進や家庭における規則正しい生活

の確立の推進、安心して医療を受けられる小児医療の充実、思春期からの保健対策

など、子どもの健やかな発育と発達を守るまちを目指します。 

基本目標３ 希望する教育・保育、生活をかなえる 

共働き家庭の増加や生活スタイル・社会環境の変化により、教育・保育ニーズは

多様化しており、働きながら子育てしやすい教育・保育事業の拡充が求められます。 

通常保育をはじめとする保育サービスや特別な配慮が必要な子どもを含めた全て

の子どもに質の高い教育・保育事業が行き届くよう、事業の拡充や保育士等の人材

確保及び質の向上に取り組みます。また、小学校就学後の放課後児童クラブの利用

意向の高まりに対応するため、施設環境の整備や支援員の確保に努めます。 

さらに、女性の就労継続や再就職支援の充実、職業生活と家庭生活の両立に関す

る社会全体への意識啓発や男性の子育て・家庭生活への参画を促進し、男女がとも

に希望する暮らしをかなえるまちを目指します。 
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基本目標４ 配慮の必要な子ども・子育て家庭を見守り支える 

近年、発達に何らかの問題があり特別な支援が必要な子どもや虐待を受けた子ど

も、子どもの貧困、ひとり親家庭、いじめ被害や非行などによる不登校児童など、

複雑かつ複合的な悩みや困難を抱える子どもや家庭が増加しています。 

そうした配慮の必要な子ども・家庭の早期発見、早期対応を図るため、関係機関

との連携を一層強化し、切れ目ない総合的な支援として、相談から自立まで包括的

かつ継続的な取り組みを充実していきます。 

また、様々な困難を抱える子ども・家庭は地域から孤立化し、さらにその困難な

状況や環境が連鎖しやすくなります。子どもたちが生まれ育った環境や身近な大人

の存在によって、将来の夢や希望を諦めることなく成長していけるよう、子育て家

庭の経済的負担の軽減を図るとともに、地域ぐるみで配慮の必要な子どもと家庭を

温かく見守り支えるまちを目指します。 

基本目標５ 子ども・子育て家庭の安全・安心を守る 

全国的に子どもが巻き込まれる事故や犯罪、台風や地震などの災害も多く発生し

ており、そのような被害から子どもたちを守るための対策を強化していく必要があ

ります。近年では、情報通信技術等の発展に伴い、インターネットによる子どもが

犯罪被害にも加害者にもなりやすい環境が身近となりつつあります。 

道路や建物などのハード面の安全対策はもちろん、地域・関係団体による子ども

の見守り活動や不審者、危険箇所等の情報共有や防災訓練、インターネットの適切

な利用に関する啓発など、地域ぐるみの犯罪被害等の防止や交通安全対策、防災対

策を推進していきます。 

また、公共施設や道路、公園等のバリアフリー化や公園の環境整備など、妊産婦、

乳幼児連れの人など、子ども連れでも外出しやすい環境を整え、子どもと子育て家

庭の安心・安全な暮らしを守るまちを目指します。 
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第４章 施策の展開 
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第１節 基本目標１ 子どもと親の育ちを地域で支える 

   目標 の 背景 

 近年の少子化や核家族化の進行、生活スタイルの変化や価値観の多様化、地域に

おけるつながりの希薄化などにより、従来のように身近な親族や近隣からの日常的

な支援や助言を受けることが難しく、妊娠・出産、子育てへの不安や負担の増大に

もつながります。 

また、このような出産や子育ての孤独感による不安や負担が子どもへの暴力や育

児放棄などの虐待にもつながる恐れがあり、保護者の不安や負担の軽減及び解消が

重要です。 

 

施策１ 子育てに関する相談支援体制、情報提供の充実 
 

地域の子育て世代包括支援センターやこどもセンター「Lykke（リュッケ）」を中

心に、身近な地域における専門的な支援も含めたきめ細やかな相談支援体制と情報

提供の充実を図り、保護者の妊娠・出産、子育てによる不安や負担の軽減及び解消

に取り組みます。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．対面での母子手帳交付 継続※ 担当課 健康づくり課 

内 容 

専門職（保健師、助産師、看護師）が対面・個別で母子手帳を交付するこ

とで、妊娠中の心身の変化など、細かなアドバイスや相談に応じ、早期に必

要なケア、情報提供を行います。 
 

具体的 
取組 ２．育児相談・指導の充実 継続 担当課 

健康づくり課 

子育て未来課 

内 容 

育児不安の軽減を図るため、赤ちゃん相談や１歳半・３歳児健診において、

子どもの発育と発達状況を確認し、母親の育児不安を解消するための相談を

行い、必要に応じて訪問を実施します。 

また、誤飲、転落・転倒、やけど等の子どもの事故の予防のための啓発に

取り組みます。 
  

※具体的取組の「継続」は第２期計画以前から行っている取り組み、「新規」は第２期

計画期間中に新たに開始または検討する取り組みです。 
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具体的 
取組 ３．利用者支援事業 継続 担当課 

子育て未来課 

健康づくり課 

内 容 

子ども及びその保護者が幼稚園・認定こども園・保育所での教育・保育や

一時預かり、放課後児童クラブ等の地域子育て支援事業等の中から適切なも

のを選択し、円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行います。 
 

具体的 
取組 

４．子育て世代包括支援センター

の設置・運営 
新規 担当課 健康づくり課 

内 容 

妊産婦・乳幼児の状況を継続的・包括的に把握し、妊産婦や保護者の相談

に保健師等の専門職が対応するとともに、必要な支援の調整や関係機関と連

絡調整を行い、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目のない支援を提供します。 

 

具体的 
取組 ５．こどもセンターの機能強化 継続 担当課 子育て未来課 

内 容 
保護者が抱える様々な課題に対応するため、こどもセンターにコーディネ

ーターを配置し、相談体制や情報提供の充実を図ります。 
 

具体的 
取組 ６．児童委員の活動促進 継続 担当課 子育て未来課 

内 容 

児童委員及び主任児童委員の子どもや妊産婦に対する相談支援、援助・指

導活動を促進するため、毎月の定例会での研修・討論や県開催の研修会へ積

極的に参加するなど、個々のスキルアップを促進します。 
 

具体的 
取組 ７．情報提供の充実 継続 担当課 

健康づくり課 

福祉課 

内 容 

子育て支援サービス・保育サービス等が十分に周知されるよう、市のホー

ムページや広報紙の活用、子育てマップ子育てパンフレットの作成・配布な

どにより、子育てに関する情報提供の充実を図ります。また、「ゆっつら子

育てアプリ」を活用し、妊娠・出産・予防接種に関する健康管理のサポート

や地域の子育てに関する情報を発信し、子育てを支援します。 
 

具体的 
取組 ８．子育てに関する意識啓発 継続 担当課 子育て未来課 

内 容 

地域住民が子育てへの関心、理解を高め、地域全体で子育て家庭を支える

ことができるよう、子育て支援センターの職員が塩田ふれあいセンター、嬉

野保健センター等へ出向き、親子のふれあい遊びを軸として、相談事業等を

行い、子育てに関する意識啓発に努めます。 
 

＊「ゆっつら子育てアプリ」とは･･･ 

妊娠・出産・育児・予防接種に関する記録や地域の子育て情報が収集で

きるスマートフォン・PC 向けのサービス母子手帳アプリのことです。

子育ての成長記録や市の子育てに関する情報や施設、イベント、育児情

報、予防接種時期などが通知されます。  
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 施策２ 子どもと親の憩いの場の充実 
 

妊娠や子育てへの孤独感の解消に向け、子ども同士、親同士、子どもと大人が交

流できる場や機会など、子どもと子育てをする親が笑顔になれる憩いの場の充実を

図ります。 

具体的取組 

具体的 
取組 

１．賑わいの場としてのこどもセン

ターの整備 
新規 担当課 子育て未来課 

内 容 

新こどもセンターとして移行・整備し、図書館や子育てにまつわる市民活

動、高齢者の集会拠点、農産物直売所として複合的に組み合わせることで、

賑わいを創出する場の体制づくりを進めます。 
 

具体的 
取組 

２．子育て支援センターの利便性の

向上 
継続 担当課 子育て未来課 

内 容 
働く保護者など、全ての子育て世帯が利用しやすいよう、子育て支援セン

ターを第２土曜日に開所し、利用者の拡大を図ります。 
 

具体的 
取組 ３．仲間づくりの支援 継続 担当課 福祉課 

内 容 

子育て中の母親や妊婦に加え、地域の様々な人たちが交流し、子育てに関

する相談が気軽にできる場や情報交換の機会を提供します。 

また、親子で一緒に参加できる活動を推進するとともに、地域活動を通じ

た子育て支援グループづくりを支援します。 
 

具体的 
取組 ４．活動場所の提供 継続 担当課 福祉課 

内 容 
嬉野保健センター、楠風館等の公共施設（あそびのひろば・講演会・講座

等）を活動場所として提供し、子育て支援の活動場所を提供します。 
 

具体的 
取組 ５．地域の教育力の向上 継続 担当課 

文化・スポーツ

振興課 

内 容 

地域資源を活用した子どもの多様な体験活動機会、世代間交流の充実、地

域活動の指導者育成などに取り組み、地域の教育力の向上に努めます。 

また、地域の子育て活動に、教職員の参加を働きかけます。 
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第２節 基本目標２ 子どもと親の健康を守る 

   目標 の 背景 

子ども・子育て支援に関するニーズ調査では、多くの母親が妊娠中や産前産後の

心身の状態について相談したかったと回答しており、妊娠や出産、子育てに伴う身

体的・精神的負担が過大な状況がうかがえます。 

母親の妊娠・出産・育児の不安を解消し、母子が心身ともに健康を維持しながら

成長していけるよう、妊娠・出産期から子育て期に至るまで、切れ目のない母子保

健を提供することが重要です。 

また、乳幼児期からの食生活や正しい生活習慣を身につけることは、生涯にわた

る心身の健康と豊かな人間性を育んでいくための基礎となるものです。しかし、社

会状況の変化や大人の生活スタイルの多様化に伴い、子どもたちの食の乱れや不規

則な生活リズムなど、心身の健康に大きく影響しています。 

 

 

施策１ 母子の切れ目のない健康づくりの推進 
 

妊娠期から出産期、子育て期まで、それぞれの段階に応じた健康面の管理や悩み

や不安に対する相談支援などに取り組みます。また、予防接種の接種勧奨や急病時

の夜間・休日の診療対応など、小児医療体制の充実に取り組み、子どものいのちを

守り育て、保護者の子育てへの安心を確保していきます。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．健康診査の充実 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

乳幼児の健康チェック、病気の予防・早期発見のため、健康診査の受診を

推進します。また、個々への的確な支援に向け、保健師等による家庭訪問の

充実を図ります。 

さらに、支援が必要な子どもについて相談を受け、関係機関と連携を図り

ながら、適切な医療・指導が受けられるよう支援します。 
 

具体的 
取組 ２．妊婦健康診査票の交付 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

母子手帳交付時に、妊娠中の健診の重要性を説明し、早期より定期的な健

診の受診を促進します。 

また、健診結果をもとに、母子への訪問や健康相談等へつなげ、適切な指

導とケアを行います。 
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具体的 
取組 ３．不妊治療費助成事業の実施 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

生殖補助医療による不妊治療を受けている夫婦の経済的・精神的負担を軽

減するため、助成金の支給及び所得制限の緩和、相談など、不妊に悩む家庭

への支援の充実を図ります。 
 

具体的 
取組 ４．予防接種の勧奨 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 
乳児全戸訪問事業などの機会を活用し、予防接種に関して個別に説明を行

い、未接種の場合は、接種勧奨に努めます。 
 

具体的 
取組 ５．小児医療体制の充実 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

子どもの急病時に安心して対応できるよう、各医療機関や関係団体との連

携を強化するとともに、小児夜間救急外来診療を広域的に実施し、夜間や休

日の子どものケガや急病に対する診療体制の整備を推進します。 
 

具体的 
取組 ６．未熟児の養育支援 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 
身体の発達が未熟なままで生まれ、治療を必要とする乳児の養育医療に必

要な医療費を負担し、発達を支援します。 
 

具体的 
取組 ７．母子保健推進員活動の充実 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 
市が委嘱し、健診時や歯科保健教室における協力、地域における子育て家

庭の見守り・声かけに取り組む母子保健推進員の活動の充実を図ります。 
 

具体的 
取組 

８．歯科保健に対する正しい知識の 

普及・啓発 
継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

１歳半・３歳児健診におけるフッ化物塗布の実施、幼稚園・認定こども園・

保育所における歯みがき教室の実施などにより、歯科に関する正しい知識・

普及に努めます。 
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 施策２ 子どもと親の正しい食と生活習慣の確立 
 

子どもと親の正しい食と生活習慣の確立に向け、家庭、地域、幼稚園・認定こど

も園・保育所、学校など様々な場面において、食育の推進や生活習慣に関する正し

い知識を身につけるための機会づくりや意識啓発に取り組みます。 

具体的取組 

具体的 
取組 

１．児童・生徒の食に関する学習機

会の充実 
継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

子どもが食べることの意味を理解し、自立的に食を営む力を育むことで心

と体を元気にできるよう、「親子ふれあい食育教室」や「親子料理教室」、幼

稚園・認定こども園・保育所の給食を通じた食育、学校における「子どもの

食育教室」、地域と連携した食の体験学習（米や野菜づくり）など、発達段

階に応じた食に関する体験や学習機会の充実を図ります。 
 

具体的 
取組 

２．乳幼児期の栄養・食事相談と

食の情報提供 
継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

各種健診、相談、訪問指導など母子保健事業の機会を通して、母親への乳

幼児期の食事に関する相談・指導と適切な食生活や食に関する情報提供を行

います。 
 

具体的 
取組 ３．離乳食指導・実習 継続 担当課 健康づくり課 

内 容 

子育て支援センターでの管理栄養士による、離乳食相談や離乳食調理実

習、情報提供など、乳幼児期からの子どもの健やかな発育と発達を促進しま

す。また、幼児期の栄養相談を通して、「早寝・早起き・朝ごはん」を推進

し、生活リズムの確立に努めます。 
 

具体的 
取組 ４．学校における食育の推進 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

市内の小中学校に配置されている栄養教諭または学校栄養職員が中心と

なり、バランスのとれた食事や朝食をとることの大切さについて、児童生徒

の発達段階に応じた指導を行います。 

また、給食の時間を利用して生産者や調理員等の思いなどを伝え、学校教

育活動全体を通じて食育を推進します。 
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 施策３ 思春期保健対策の充実 
 

学童期・思春期においては、心身の発達や発育の変化が著しい時期であり、この

時期の体や心の健康の問題が、生涯の健康に大きく影響します。このため、喫煙、

飲酒、薬物などが健康に及ぼす様々な影響や自らの健康といのちの大切さを認識し

ながら成長できるよう、思春期保健対策の充実を図ります。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．性に関する学習機会の充実 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

児童・生徒が性や性感染症予防に関する正しい知識を持てるよう、学校教

育を中心として、学習機会の充実を図ります。 

また、学校教育の中で LGBT（性的マイノリティ）に対する偏見や差別

の 

解消、性の多様性に関する理解の促進に向けた人権教育を推進します。 
 

具体的 
取組 

２．喫煙や薬物等に関する学習機会

の充実 
継続 担当課 学校教育課 

内 容 

児童・生徒が興味本位で喫煙や薬物等に手を出さないよう、喫煙や薬物等

が体に及ぼす様々な影響について、学校教育を中心に学習機会の充実を図り

ます。 
 

具体的 
取組 ３．非行等に対応する支援体制づくり 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

非行等の問題を抱える児童・生徒の立ち直り支援、引きこもり・不登校へ

の対応について、行政、学校、警察、地域ボランティア等が連携して、地域

ぐるみの支援ネットワークを整備します。 
 

＊「LGBT（性的マイノリティ）」とは･･･ 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、

トランスジェンダー（出生時に診断された性と自認する性の不一致）の総称のこと

です。 
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具体的 
取組 ４．心の問題に対する相談の充実 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

学童期・思春期の心の問題に対する相談機会を提供するとともに、教育相

談員、心の相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

適応指導教室の支援員等の連携により、教育相談体制の充実を図ります。 

また、学校と家庭の連携を強化し、不登校や心に不安を抱える児童・生徒、

保護者の相談・支援等を実施します。 
 

具体的 
取組 

５．いじめ防止に向けた取り組み

の充実 
継続 担当課 学校教育課 

内 容 

学校教育課に「こころの相談ネット」を設置し、いじめ問題対応の指導主

事やスクールサポーター、スクールソーシャルワーカーを派遣し、児童・生

徒や保護者等からの相談に応じ、未然防止、早期解決に取り組みます。 

また、「いじめ防止パンフレット」や市のホームページ等の活用を図りな

がら、児童・生徒、保護者、地域への啓発を推進し、いじめを許さない地域

社会づくりの気運を高めます。 

＊「スクールカウンセラー」とは･･･ 

教育機関において心理相談業務に従事する専門家のことです。 

＊「スクールソーシャルワーカー」とは･･･ 

子どもの最善の利益を保障するため、学校を基盤として社会福祉の価値・知識・技

術に基づき支援活動を行う人のことです。 

＊「スクールサポーター」とは･･･ 

警察署と学校・地域のパイプ役として、少年の非行防止や児童等の安全確保対策に

従事する警察署の再雇用職員又は専門知識を有する人材のことです。 
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第３節 基本目標３ 希望する教育・保育、生活を
かなえる 

   目標 の 背景 

共働き家庭の増加や生活スタイル・社会環境の変化に伴い、母親の就労率の増加  

とともに、保育所等の利用率も増加しています。今後の利用意向について、平日や

土曜日、長期休暇中においても、認可保育所や認定こども園の利用希望が高く、特

に保育が必要な子どもが増加していくと予想されます。 

また、第１期計画期間中の放課後児童クラブの利用実績は定員数を上回っており、

待機児童が発生している状況がみられるため、子どもたちが安全で安心して過ごせる

放課後の居場所づくりが必要となります。 

また、人口減少を背景に、地域経済の維持・発展には女性の力が必要とされてい

ます。しかし、女性に対する不平等な社会通念や習慣などが、職場や地域に根強く

残っている現状に加え、男性の職場での長時間労働の常習化により育児・家事への

参画が難しくなっています。 

 

 

施策１ 多様な教育・保育サービスの確保・充実 
 

子育て家庭を取り巻く社会環境の変化や心の貧困問題など、各家庭の子育てに関

するニーズに対応するため、行政や教育・保育施設の事業者とともに、地域の様々

な担い手が協力し、子どもの育ちや子育て家庭の支援に取り組みます。 

また、保育人材の不足や配慮が必要な子どもへの手厚い支援が求められており、

保育士の確保や職員一人ひとりの質の向上に向けた取り組みを推進します。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．保育サービスの充実 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
「第５章 量の見込みと確保方策」による保育提供体制を確保・維持しな

がら、多様化する保育ニーズに対応していきます。 
 

具体的 
取組 

２．保育サービスの人材と質の

確保・向上 
新規 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

保育サービスの人材確保について、保育士等の処遇改善を検討するととも

に、国や県の雇用対策や定住促進等の観点など、様々な方法で人材確保に取

り組みます。 

また、保育サービスの質について、職員研修の実施や利用者の意見聴取を

行うとともに、心の貧困対策にも取り組み、サービスの質の確保・向上に努

めます。 
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具体的 
取組 ３．幼児教育の推進 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

保護者の就労状況等に問わず、地域の子どもがともに通うことができ、ま

た保護者の選択肢が幅広くなるよう、認定こども園での教育の推進及び認定

こども園への移行を推進します。 
 

具体的 
取組 ４．多様な保育サービスの充実 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

病児・病後児保育事業や一時預かり事業、子育て短期支援事業（ショート

ステイ、トワイライトステイ）などを充実し、一時的に家庭での保育が困難

となった家庭や育児疲れ等による保護者の負担軽減に取り組みます。 
 

具体的 
取組 ５．発達障がい児等の早期支援 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
発達障がい児等の早期発見・早期支援を行うため、早期支援コーディネー

ターを配置し、関係機関との連携を図り、支援体制の充実を図ります。 
 

具体的 
取組 ６．保育施設の指導・支援 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
子どもたちが安全に過ごせるよう、各保育施設等の計画的な点検・整備を

進めていきます。 
 

具体的 
取組 

７．幼稚園・認定こども園・保育所

などの施設の整備 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

幼稚園・認定こども園・保育所の施設整備に要する費用の一部を補助する

ことで、子どもを安心して育てることがよう、保育・教育環境の体制整備を

行います。 
 

具体的 
取組 ８．放課後児童クラブの充実 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

小学校の余裕教室等の活用や放課後児童クラブ室専用棟の整備を段階的

に行い、待機児童の解消に努めます。また、放課後児童クラブ支援員の確保、

研修等による質の向上に努めます。 

また、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童クラブと放

課後子ども教室とのさらなる連携を図り、安全・安心な居場所の確保に努め

ます。 
 

具体的 
取組 ９．放課後子ども教室の実施 継続 担当課 文化・スポーツ振興課 

内 容 

放課後や長期休暇中など、子どもたちの安全で健やかな居場所づくりとし

て、様々な体験活動等を行います。放課後児童クラブとの連携を図りつつ、

各教室の充実を目指します。 
   

  



62 

 施策２ 子育てと仕事の両立支援 
 

男女がともに、家事・育児等の家庭生活における責任を果たしながら、希望する

働き方や生活がかなえられるよう、保育サービスの充実や女性の就労継続、再就職

を支援するとともに、家庭、地域、企業への男女共同参画推進の意識醸成に向けた

啓発に取り組みます。 

具体的取組 

具体的 
取組 

１．子育てと仕事の両立を支援す

る多様な保育サービスの提供 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

仕事をしながら子育てをしている親が安心して働けるよう、また、子ども

が安全に過ごせるように子育てと仕事の両立を支援するとともに、子どもを

産み育てやすいよう、保育サービス（一時保育、放課後児童クラブ、延長保

育、休日保育、乳幼児健康支援、一時預かり事業・障がい児保育等）の充実

を図ります。 
 

具体的 
取組 

２．ファミリー・サポート・センタ

ー事業の充実 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

「子育ての応援をして欲しい人」と「子育ての応援をしたい人」が会員と

なり、会員同士が地域において子育てを助け合う相互扶助を実施し、仕事と

育児の両立を支援します。また、利用料金の助成（１時間 200 円～350

円、２子目以降半額）や無料券の配布などを行い、さらなる利用促進を図り

ます。 

さらに、「子育ての応援をしたい人」に対し、養成講座・研修を実施し、

サービスの充実を図ります。 
 

具体的 
取組 

３．育児休業制度等の普及啓発・整

備促進 
継続 担当課 

子育て未来課 

企画政策課 

内 容 

育児休業制度をはじめ、働きながら子育てをしている人が、職場において

不利な扱いをされることなく、長い時間子どもと同じ時間を共有できるよ

う、関係法制度等の広報・啓発、情報提供等を推進します。 

また、事業主に対し、従業員の子育て支援や育児休業などの制度整備及び

取得しやすい職場環境の整備を促進します。 
 

具体的 
取組 

４．子育てサポート企業「くるみん

マーク」取得推進  
継続 担当課 

子育て未来課 

企画政策課 

内 容 

次世代育成支援対策推進法に基づき、市内の企業に対して「子育てサポー

ト企業」としての厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を取得するよう促進

し、働きながら子育てしやすい環境を整備します。 
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具体的 
取組 ６．女性の再就職支援 継続 担当課 観光商工課 

内 容 

就労に必要な資格や技能の取得などの職業能力開発や就職支援を推進す

るため、県をはじめとする関係機関や関係団体等の主催する働きたい女性の

ための再就職準備セミナー等について市民に周知・啓発し、女性の再就職を

支援します。 
 

具体的 
取組 

７．生活スタイルに応じた多様な 

働き方に関する広報と情報提供 
継続 担当課 企画政策課 

内 容 

就労意欲を持つ女性が自分にあった働き方を選択できるように短時間勤

務や在宅勤務等、生活スタイルや生活サイクルに応じた多様な働き方の情報

を収集し提供します。 
 

具体的 
取組 

８．男性の家庭・子育てへの参画

促進 
継続 担当課 

健康づくり課 

子育て未来課 

文化・スポーツ振興課 

福祉課 

内 容 

「男性の料理教室」の開催や親子のふれあいの場への父親の参加促進、家

事・育児・介護などに参画するための情報提供や講座の開催など、男性の子

育てや家庭に関する意識を高める取り組みを進めていきます。 
 

具体的 
取組 ９．男女平等教育の推進 継続 担当課 学校教育課 

内 容 
学校において、男女平等教育を推進するとともに、体験学習等を通じて男

女がともに家事・育児等を行うことの大切さを指導します。 
 

具体的 
取組 10．乳幼児ふれあい体験の実施 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

思春期の子どもが乳幼児とふれあい、命の尊さや家庭の大切さ、子どもを

産み育てる意義を理解し、将来の親としての自覚を持てるよう、児童・生徒

のふれあいの機会づくりに努めます。 
 

具体的 
取組 11．男女共同参画意識の啓発 継続 担当課 企画政策課 

内 容 

男女がともに職業生活と家庭生活とのバランスをとり、地域社会における

諸活動にも参加できる社会の実現に向け、市民への男女共同参画意識の啓発

に努めます。 
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 施策３ 豊かな心と生きる力を育む学校教育の充実 
 

本市の将来を担う子どもたちの「生きぬく力」を育むためには、「確かな学力」「豊

かな人間性」「健康な体」のいわゆる「知」「徳」「体」のバランスのとれた教育を推

進していくことが重要です。 

本市では、小中学校の９年間にわたって、一貫した教育方針のもと、学校・家庭・

地域が一体となった幅広い連携を強化し、地域に根づいた地域ぐるみの開かれた特

色ある学校づくりの推進を図っていきます。また、地域のみに限らず、他市からの

子どもの受け入れを行うなど、多様性のある子どもの育ちにも力を注いでいきます。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．「嬉野学」による地域学習の充実 継続 担当課 学校教育課 

内 容 
各学校の総合的な学習の時間を中心に、各学校で郷土を学ぶ学習（嬉野学）

に取り組み、児童・生徒の地域・郷土を愛する心の育成を図ります。 
 

具体的 
取組 

２．地域人材を活用した教育活動の

充実 
継続 担当課 学校教育課 

内 容 
教育活動全般において、地域人材を活用した活動を推進し、地域との連携

を深めるとともに、児童・生徒の地域に対する感謝の気持ちを育みます。 
 

具体的 
取組 

３．「生きる力の教科書」等の活用

による社会を生き抜く力の育

成  
継続 担当課 学校教育課 

内 容 

「生きる力の教科書」を活用して小学６年生から中学３年生に対し、特設

の授業を行い、将来起こる可能性のある様々な具体的問題について正しい知

識を身に付け、自己解決力など生き抜く力を育みます。 
 

具体的 
取組 ４．幼保小連携の充実 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

幼保小連携部会の意見交換を通して連携を進め、幼児期から小学校へのス

ムーズな移行につなげます。 

また、教育相談員、庁内関係課、専門家等と連携した就学相談の実施、幼

稚園・認定こども園・保育所への巡回相談等を通し、適切な就学支援に取り

組みます。 
 

具体的 
取組 ５．小・中連携教育の推進・充実 継続 担当課 学校教育課 

内 容 
「ろく・さんプラン」（９年間を見通した教育：「小中連携教育」）の工夫

改善により、教育活動の充実を図ります。 

＊「ろく・さんプラン」とは･･･ 

小学校から中学校への滑らかな接続ができるよう、小中の教員による相互乗り入れによ

る授業、小中合同研修会、９年間を見通したカリキュラム開発等、小中の学びの連続性
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を確立する事業です。 
 

具体的 
取組 ６．確かな学力の向上 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

小学校での英語の教科化に伴い、児童の英語力の習得のため、英語活動推

進員を配置します。また、電子黒板をはじめとする ICT 機器等を授業に効果

的に活用し、児童・生徒の学力向上を目指します。 

また、児童・生徒の学力の向上を目指し、市内各小学校の放課後に支援員

（塾講師等）を派遣し、学校での塾を実施し、宿題の指導を行います。 

さらに、児童・生徒に家庭学習の充実を指導するとともに、保護者に対し

て協力を要請し、児童の学習習慣の定着を促進します。 
 

具体的 
取組 ７．信頼される学校づくり 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

地域の協力により、地域行事への参加や学校へゲストティーチャーを招き

入れるなど、地域と家庭、学校の双方からの交流を進め、地域に根ざした、

信頼される学校づくりを推進します。 

また、安全な学校環境づくりのため、各学校が家庭や地域の関係機関・団

体と連携しながら安全管理に努めるとともに、学校施設の適切な整備に努め

ます。 
 

具体的 
取組 ８．家庭教育の支援 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

家庭の子育て機能を高めることができるよう、保健、医療、福祉、学校等

関連分野における子育て講座等について、内容の充実を図ります。あわせて、

各種講座等への参加促進のため、さまざまな機会を活用した広報・啓発に努

めます。 
 

具体的 
取組 ９．いじめ防止の取り組みの充実 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

「いじめ未然防止対策委員会」を設置し、各学校のいじめ未然防止の取り

組みやいじめの発生状況とその対応について報告し、対策委員会からの意見

や助言を各学校のいじめ対応策に役立てます。 

また、児童・生徒の発達段階に応じ、各学校においていじめに関するアン

ケートを実施し、いじめの早期発見及び解消に向け、速やかに対応していき

ます。 
  

＊「ゲストティーチャー」とは･･･ 

指導者として特別に学校に招く各種の職業人やボランティア活動等に取り組む人の

ことです。 
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第４節 基本目標４ 配慮の必要な子ども・子育て家庭を
見守り支える 

  目標 の 背景 

社会情勢の変化や家族形態、個人の生活スタイルは多様化しており、各家庭が抱

える問題が複雑化しており、児童虐待や子どもの貧困、ひとり親家庭、いじめや不

登校児童など、社会生活を営む上で困難を抱え、特別な配慮を必要とする子どもと

子育て家庭が増えています。 

近年では、重大な児童虐待事件が後を絶たず、国においても児童虐待防止に向け

た様々な制度改正や行政と関係機関との体制強化などの措置が講じられています。

本市においては、重大な事案は発生していないものの、養育支援訪問事業の支援対

象となる家庭は毎年 10人程度みられ、今後増えていくと考えられます。 

子どもの貧困については、子どもの幸せを考えるためのアンケート調査において、

18 歳未満の児童がいる世帯の 17.4％が“生活困難世帯”と判定されており、その

家庭の多くがひとり親家庭であることや、生活費などの経済的負担が子育てへの不

安要素になっています。特に、ひとり親家庭では、生計、育児や家事、仕事や住居

などの生活上の問題、子どもの教育や発達の問題などを一人で抱えなければならず、

社会的にも経済的にも不安定な状況に置かれやすくなります。 

障がい児や発達障がい児については、妊婦・乳幼児に対する健康診査や学校にお

ける健康診断等の実施、早期支援コーディネーターの配置などにより、障がいの早

期発見・早期療育に取り組んできました。ヒアリング調査では、障がいのある子ど

もたちが進学を機に、支援が途切れてしまうことがあると指摘されています。 
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 施策１ 児童虐待防止・要保護児童への支援の充実 
 

虐待はどの家庭でも起こりうるものであり、今後、児童虐待の発生予防から早期

発見、早期対応、子どもの保護及び心身のケア、保護者への指導等の各段階で切れ

目のない総合的な対策を図ります。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．虐待の早期発見 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

健康づくり課 

内 容 

乳児家庭全戸訪問事業や各種健診等の機会、小児科医や保健所の協力によ

り、養育状況の把握に努め、気になる状況がある場合は、継続的な見守りや

相談支援を行います。 
 

具体的 
取組 ２．虐待の早期対応・早期解決 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

健康づくり課 

内 容 

親の育児不安や虐待等の問題について、要保護児童対策地域協議会を中心

に、保育所や子育て支援センター、民生委員・児童委員との連携により、早

期発見・対応に努めます。 

また、こころの健康相談を継続実施し、親と子のこころの健康づくりを推

進します。 
 

具体的 
取組 ３．虐待の防止 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

児童虐待の発生防止のため、家庭相談員を塩田庁舎、嬉野庁舎にそれぞれ

１名配置し、日常的な育児相談機能の強化や訪問指導を実施します。 

また、家庭教育に関する講習会や広報の充実などにより、虐待防止の意識

向上を図ります。さらに、親子のきずなを深めるきっかけとして、本の読み

聞かせ事業を推進します。 
 

具体的 
取組 

４．被害児童・DV 被害者に対す

る支援 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

犯罪、いじめ、児童虐待、家庭内における暴力等により被害を受けた子ど

もや DV 被害者の立ち直りを支援するため、学校、警察等の関係機関や家

庭相談員等との連携による支援体制を構築し、子どもに対するカウンセリン

グや保護者に対する助言など、きめ細やかな支援を実施します。 
 

具体的 
取組 

５．「子ども家庭総合支援拠点」

の設置・運営・整備等 
新規 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

子どもとその家庭及び妊産婦等の課題に対し、相談体制の強化を図るため

に、実情の把握、情報の提供、相談・指導、関係機関との連絡調整などを行

う「子ども家庭総合支援拠点」の設置・運営・整備等に向けて協議を行いま
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す。 

施策２ 配慮が必要な子どもへの支援の充実 
 

障がいや発達に何らかの心配のある子どもにとって、成長段階や特性に合った教

育や療育を、一貫して身近な場所で受けられることが重要です。地域の中で安心し

て自立した日常生活を送ることができるよう、乳幼児期から学校卒業、就労支援に

至るまで、継続的な支援体制の構築と保護者等に対する相談支援、情報提供に取り

組みます。 

また、外国人の子どもや保護者、多胎児がいる家庭、いじめや不登校児童など、

きめ細かな配慮を必要とする子どもや家庭に、行政、関係機関、地域、学校が一体

となって、切れ目なく必要な支援に取り組んでいきます。 

具体的取組 

具体的 
取組 

１．障がいの早期発見・早期

療育の推進 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

健康づくり課 

学校教育課 

内 容 

妊婦・乳幼児に対する健康診査や学校における健康診断等の活用、早期支

援コーディネーターの配置により、ＬＤ（学習障害）やＡＤＨＤ（注意欠陥

多動性障害）等の発達障がいを含めた障がいの早期発見・早期療育を推進し

ます。 

また、発達障がいのある子どもについては、「子育て応援マップ」を福祉

課、保育所、学校等に配置し、相談窓口の周知を図ります。 
 

具体的 
取組 

２．療育の場と発達支援の機会

の充実 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

健康づくり課 

内 容 

保健、医療、福祉、学校等関連機関が連携し、障がいのある子どもの育児

にかかる相談体制の充実に努めます。また、療育の場や発達支援の機会が、

就学前のみならず、学齢期に入ってからも、より身近な地域において継続か

つ適切に支援を受けることができるよう、近隣市町や関係機関、福祉サービ

ス事業所などに協力を求めながら、療育の場や発達支援の機会の確保に努め

ます。 
 

具体的 
取組 

３．障がい児の子育て支援の 

充実 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

発達障がいを含むさまざまな障がいのある児童を、幼稚園・認定こども

園・保育所や学校、放課後児童クラブで受け入れ、保育士・指導員を加配す

るなど支援体制の充実を図ります。 
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＊「LD（学習障害）」の解説は、28ページ参照 

＊「ADHD（注意欠陥多動性障害）」とは･･･ 

多動性、不注意、衝動性を症状の特徴とする発達障害もしくは行動障害のことです。  
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具体的 
取組 ４．在宅生活の支援 継続 担当課 福祉課 

内 容 

障害者総合支援法に基づき、日常生活用具・補装具の支給や在宅療養等支

援用具、紙おむつの支給など、障がいのある子どもの在宅生活を支援するサ

ービスの充実と活用促進に努めます。 
 

具体的 
取組 

５．学校における障がい児支援の 

充実 
継続 担当課 学校教育課 

内 容 

小中学校において、特別支援学級の児童・生徒が通常学級でともに学ぶ環

境づくりや保護者や住民、関係機関との交流や連携を深める機会を設け、障

がいのある児童の学校生活の充実を図ります。 

また、成長段階に応じた適切な進路指導や就労指導の充実に努めるととも

に、多様な進路の確保について、関係機関に働きかけます。 
 

具体的 
取組 ６．特別支援教育の充実 継続 担当課 学校教育課 

内 容 

障がいのある子どもについて、人権に配慮した教職員の正しい理解を深め

るとともに、指導方法、指導内容、教材などを工夫しながら、特別支援教育

の充実を図ります。 

また、多様化する児童・生徒が抱える障がいに対し、専門的な対応ができ

るよう、小中学校における職員研修の充実を図ります。 
 

具体的 
取組 

７．放課後児童クラブへの受け入

れ体制の充実 
新規 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

障がいのある児童の健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活でき

るよう、放課後児童クラブにおける支援者の増員や研修を行い、受け入れ体

制の充実に努めます。 
 

具体的 
取組 ８．外国人の子どもに対する支援 新規 担当課 

福祉課 

学校教育課 

子育て未来課 

観光商工課 

内 容 

日本語の理解が困難な外国人の子どもと子育て家庭に対し、行政や教育・

保育施設、学校などからの多言語による情報提供に努め、子育て支援サービ

スや教育が平等に受けることができるよう配慮します。 
 

具体的 
取組 ９．多胎児世帯支援の充実 新規 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

多胎児を持つ妊産婦や家庭に対し、ファミリー・サポート・センター事業

などを活用し、子育ての援助を行い、保護者の身体的、精神的負担の軽減を

図ります。 
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具体的 
取組 

10．非行等に対応する支援体制

づくり（再掲） 
継続 担当課 学校教育課 

内 容 

非行等の問題を抱える児童・生徒の立ち直り支援、引きこもり・不登校へ

の対応について、行政、学校、警察、地域ボランティア等が連携して、地域

ぐるみの支援ネットワークを整備します。 
 

具体的 
取組 

11．不登校児に対する支援の

充実 
新規 担当課 学校教育課 

内 容 

不登校や様々な問題行動に対応するため、学校・家庭・地域・関係機関等

と連携して、児童・生徒への生徒指導や教育相談等、きめ細かな支援を進め

ていきます。また、各中学校において、不登校生徒の学習の場所を確保し、

学級復帰や進学・就職に向けた継続的に支援を行い、社会的自立を支援して

いきます。 
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 施策３ 子どもの貧困対策・経済的な支援の充実 

子どもたちが生まれ育った家庭の経済的な状況が将来の進路や夢を実現する上で

の制約・条件となることがないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することがな

いよう、ひとり親家庭をはじめ、経済的に困難を抱える家庭の経済的支援や就業支

援、相談機能の強化など、総合的に子どもの貧困対策を推進していきます。 

※ 60 ページ「具体的取組２．保育サービスの人材と質の確保・向上」の内容中に

「心の貧困対策」について記載。 

 

具体的取組 

具体的 
取組 １．保育料等の負担軽減 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

教育総務課 

内 容 
保育所においては保育料を国の基準より低額に設定することにより、保護

者の経済的な負担の軽減を図ります。 
 

具体的 
取組 ２．医療費の負担軽減 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

子どもの健康保持および子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、乳幼

児並びに小学生から高校生までの医療費について窓口での定額払い方式（現

物給付）による助成を行い、子どもを安心して産み育てる環境づくりの一層

の推進を図ります。 
 

具体的 
取組 ３．児童手当 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 児童を養育している全ての家庭に対し、児童手当を支給します。 

 

具体的 
取組 ４．児童扶養手当 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
保護者の離婚などにより、父親または母親と生計をともにしていない児童

を養育している家庭に対し、児童扶養手当を支給します。 
 

具体的 
取組 ５．特別児童扶養手当 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
精神または身体に障がいを有する児童を養育している家庭に対し、特別児

童扶養手当を支給します。 
 

具体的 
取組 

６．ひとり親家庭等医療費助成

事業 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
ひとり親家庭への医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担の一部を助

成します。 
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具体的 
取組 

７．嬉野市ひとり親子育て世帯

応援給付事業 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
未就学児を養育しているひとり親家庭に対し、ひとり親子育て世帯応援給

付金を支給します。 
 

具体的 
取組 

８．寡婦（夫）控除のみなし適

用に関する要綱に規定する

対象者への支援 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

寡婦（夫）控除のみなし適用に該当する対象者や未婚のひとり親が、離婚、

死別等によるひとり親家庭と同等の控除や公共サービスが受けられるよう

にすることで、生活の安定を支援します。 
 

具体的 
取組 ９．就学援助 継続 担当課 

教育総務課 

学校教育課 

内 容 

経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対

し、学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・新入学用品費・医療

費・給食費などの就学に必要な経費の一部を援助します。  
 

具体的 
取組 10．嬉野市奨学金資金貸与 継続 担当課 

教育総務課 

学校教育課 

内 容 
経済的な理由によって高等学校や大学などに在学、進学が困難な生徒に奨

学資金の貸付を行い、在学・進学を支援します。 
 

具体的 
取組 11．各種助成制度の周知 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
国や県、市が実施する各種助成制度について、市の広報紙、ホームページ

等により周知を図ります。 
 

具体的 
取組 12．子ども食堂の拡充 継続 担当課 

子育て未来課 

教育総務課 

学校教育課 

内 容 
子ども食堂を実施する事業所や市民ボランティアの活動に際し、実施場所

や回数、担い手の確保などを支援し、市全体に広がるよう検討していきます。 

 

具体的 
取組 

13．社会福祉協議会との連携に

よる生活困窮家庭等の児童

への支援 
継続 担当課 

教育総務課 

学校教育課 

内 容 

社会福祉協議会が行う生活困窮家庭やひとり親家庭等の児童を支援する

活動（「ひとり親世帯小学生卒業祝金交付事業」「ひとり親世帯中学生卒業祝

金交付事業」「生活困窮世帯食料支援」等）と連携・協同し、支援が必要な

子どもや家庭の早期発見と対応、自立に向けた生活支援、就業支援などに努

めます。 
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嬉野市の子どもの貧困対策の推進にあたっての考え方 

令和元年６月に成立した「子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」

では、子どもの「将来」だけでなく、「現在」の生活等の状況に応じ、子どもの貧困対策

を総合的に推進することが明記されるとともに、貧困対策計画の策定が市町村の努力義務

となっています。 

国の法制度や佐賀県の「佐賀県子どもの貧困対策推進計画」を踏まえ、本市の子どもの

貧困対策の推進にあたっては、「教育の支援」「生活の支援」「保護者の就労支援」「経済的

支援」の関連施策を連動させ、一体的に推進していくことにより効果的な施策展開を図り、

総合的に子どもの貧困対策を推進していきます。 
 

■ 子どもの貧困対策の推進に関する重点施策・取組 

重点 
施策 

内 容 
市の取組［本計画に掲載している目標・施策・取組］ 
県及び国の事業 

実施主体 

市 県 国 

教

育

支

援 

●「学校」をプラット

フォームとした 

総合的な子どもの

貧困対策の展開 

地域人材を活用した教育活動の充実［3-3-2］ ◆   

「生きる力の教科書」等の活用による社会を生き抜く

力の育成［3-3-3］ 
◆   

地域の教育力の向上［1-2-5］ ◆   

幼保小連携の充実［3-3-4］ ◆   

小・中・連携教育の推進・充実［3-3-5］ ◆   

確かな学力の向上［3-3-6］ ◆   

放課後児童クラブの充実［3-1-8］ ◆   

放課後子ども教室の実施［3-1-9］ ◆   

嬉野市奨学金資金貸与［4-3-10］ ◆   

子ども・若者育成支援推進事業の活用  ◆  

● 貧困の連鎖を防ぐ

ための幼児教育に

係る経済的負担の

軽減および幼児教

育の質の向上 

保育サービスの充実［3-1-1］ ◆   

保育サービスの人材と質の確保・向上［3-1-2］ ◆   

幼児教育の推進［3-1-3］ ◆   

多様な保育サービスの充実［3-1-4］ ◆   

幼児教育・保育の無償化 ◆ ◆ ◆ 

● 就学支援の充実 就学援助［4-3-9］ ◆   

嬉野市奨学金資金貸与［4-3-10］（再掲） ◆   

高校生等奨学給付金の活用  ◆  

佐賀県育英資金の活用  ◆  

非行等に対応する支援体制づくり［2-3-3］ ◆   

心の問題に対する相談の充実［2-3-4］ ◆   

いじめ防止に向けた取り組みの充実［2-3-5］ ◆   

スクールソーシャルワーカーの活用  ◆  

学校における障がい児支援の充実［4-2-5］ ◆   

特別支援教育の充実［4-2-6］ ◆   

特別支援教育就学奨励費の活用  ◆  
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重点 
施策 

内 容 
市の取組［本計画に掲載している目標・施策・取組］ 
県及び国の事業 

実施主体 

市 県 国 

教

育

支

援 

● 生活困窮世帯等へ

の学習支援 

放課後子ども教室の実施［3-1-9］（再掲） ◆   

就学援助［4-3-9］（再掲） ◆   

嬉野市奨学金資金貸与［4-3-10］[再掲] ◆   

高校生等奨学給付金の活用（再掲）  ◆  

佐賀県育英資金の活用（再掲）  ◆  

ひとり親家庭生活支援事業（学習支援ボランティア事業）  ◆  

● その他の教育支援 放課後子ども教室の実施［3-1-9］（再掲） ◆   

地域の教育力の向上［1-2-5］（再掲） ◆   

児童・生徒の食に関する学習機会の充実［2-2-1］ ◆   

学校における食育の推進［2-2-2］ ◆   

就学援助［4-3-9］（再掲） ◆   

嬉野市奨学金資金貸与［4-3-10］（再掲） ◆   

生活保護費扶助費の支給  ◆  

佐賀県育英資金（再掲）  ◆  

生

活

支

援 

● 保護者の生活支援 生活困窮者自立支援事業の活用 ◆ ◆  

ひとり親家庭サポートセンターの活用  ◆  

母子家庭等日常生活支援事業の活用  ◆  

育児相談・指導の充実［1-1-2］ ◆   

情報提供の充実［1-1-7］ ◆   

賑わいの場としてのこどもセンターの整備［1-2-1］ ◆   

子育て支援センターの利便性の向上［1-2-2］ ◆   

仲間づくりの支援［1-2-3］ ◆   

放課後児童クラブの充実［3-1-8］（再掲） ◆   

子育てと仕事の両立を支援する多様な保育サービス

の提供［3-2-1］ 
◆   

ファミリー・サポート・センター事業の充実［3-2-2］ ◆   

外国人の子どもに対する支援［4-2-8］ ◆   

多胎児世帯支援の充実［4-2-9］ ◆   

ひとり親家庭等医療費助成事業［4-3-6］ ◆   

嬉野市ひとり親子育て世帯応援給付事業［4-3-7］ ◆   

寡婦（夫）控除のみなし適用に関する要綱に規定する

対象者への支援［4-3-8］ 
◆   

安定した住まいの確保 ◆   

母子生活支援施設等の活用  ◆  

● 子どもの生活及び

就労支援 

放課後児童クラブの充実［3-1-8］（再掲） ◆   

子ども食堂の拡充［4-3-12］ ◆   

社会福祉協議会との連携による生活困窮家庭等の児

童への支援［4-3-13］ 
◆   

児童養護施設等入所児童自立支援事業の活用  ◆  

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業の活用  ◆  

生活困窮者自立支援事業の活用（再掲） ◆ ◆  

子ども・若者育成支援推進事業の活用（再掲）    

若年者就職支援事業（ジョブカフェ SAGA）の活用  ◆  

ニート自立支援事業の活用  ◆  
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重点 
施策 

内 容 
市の取組［本計画に掲載している目標・施策・取組］ 
県及び国の事業 

実施主体 

市 県 国 

生
活
支
援 

● その他の生活支援 児童虐待防止市町支援事業の活用  ◆  

虐待の早期発見・早期解決［4-1-2］ ◆   

虐待の防止［4-1-3］ ◆   

被害児童・DV 被害に対する支援［4-1-4］ ◆   

「子ども家庭総合支援拠点」の設置・運営・整備［4-1-5］ ◆   

就

労

支

援 

● 親の就労支援 自立支援教育訓練給付金制度 ◆   

高等職業訓練促進給付制度 ◆   

生活困窮者自立支援事業の活用（再掲） ◆ ◆  

ひとり親家庭サポートセンターの活用（再掲）  ◆  

子育てと仕事の両立を支援する多様な保育サービス

の提供［3-2-1］（再掲） 
◆   

女性の再就職支援［3-2-6］ ◆   

生活保護費扶助費の支給（再掲）  ◆  

経
済
的
支

援 

● 子育て世帯への

経済的支援 

保育料等の負担軽減［4-3-1］ ◆   

児童手当の支給［4-3-3］ ◆   

児童扶養手当の支給［4-3-4］ ◆   

特別児童扶養手当の支給［4-3-5］  ◆  

就学援助［4-3-9］（再掲） ◆   

生活保護費扶助費の支給（再掲）  ◆  

● ひとり親家庭への

経済的支援 

嬉野市ひとり親子育て世帯応援給付事業［4-3-7］（再掲） ◆   

寡婦（夫）控除のみなし適用に関する要綱に規定する

対象者への支援［4-3-8］（再掲） 
◆   

児童扶養手当の支給［4-3-4］（再掲） ◆   

ひとり親家庭等医療費助成事業［4-3-6］（再掲） ◆   

社会福祉協議会との連携による生活困窮家庭等の児

童への支援［4-3-13］（再掲） 
◆   

安定した住まいの確保 ◆   

● 医療費の助成など 医療費の負担軽減［4-3-2］ ◆   

ひとり親家庭等医療費助成事業［4-3-6］（再掲） ◆   

予防接種の勧奨［2-1-4］ ◆   

小児医療体制の充実［2-1-5］ ◆   

未熟児の養育支援［2-1-6］ ◆   

生活保護費扶助費の支給（再掲）  ◆  
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第５節 基本目標５ 子ども・子育て家庭の安全・安心を守る 

 目標 の 背景 

全国的に子どもが被害者となる犯罪や事故が全国で発生しており、その背景には、

人口減少などにより、地域における住民の目が行き届かなくなっていることも要因の

一つとして考えられます。また、近年の情報通信技術等の発展に伴い、子どもや青少

年がインターネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれるリスクが高まっています。 

また、局地的な集中豪雨や土砂災害が全国各地で多発しており、災害時・緊急時

に子どもを守るための対策が必要となります。本市では、災害時の避難行動要支援

者の把握や自主防災組織の活動促進など地域による防災力の高揚を図っています。

令和元年度には、市内の特定教育・保育施設等において、在園児の安全をいち早く

確保するため、避難情報発令時の対応についてガイドラインを定めており、防災体

制の充実に努めています。 

子育て環境については、子ども・子育て支援に関するニーズ調査によると、市に

おける子育ての環境や支援の満足度が前回調査（平成 26 年度）よりも減少してお

り、自由意見では、「子どもたちが気軽に遊べる公園や場所がほしい」「嬉野地区と

塩田地区の子育て環境に差がある」との指摘がみられました。 
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 施策１ 防犯体制・交通安全対策、防災体制の強化 
 

子どもを犯罪や事故から守るため、行政によるハード面の防犯対策・交通安全対

策のみならず、市民や地域、関係団体との協働のもと、地域の防犯・交通安全意識

を高め、地域ぐるみの防犯・交通安全活動を推進していきます。 

また、インターネットによる犯罪被害等の防止については、学校を通して、スマ

ートフォンやパソコン、ゲーム機器等の利用時間や利用方法について指導を行うと

ともに、保護者に対してもインターネット等の環境に潜む危険性を周知し、家庭教

育の重要性について啓発していきます。 

防災対策については、行政や関係機関、地域の関係団体との連携を強化し、災害

時に子どものいのちを守る行動が円滑に行える体制づくりを進めます。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．防犯設備の整備 継続 担当課 総務・防災課 

内 容 
通学路や公園等における防犯灯 LED 化の整備や防犯カメラの設置・整備

を検討します。また、各公共施設・設備の改善に努めます。 
 

具体的 
取組 ２．防犯に関する情報提供 継続 担当課 総務・防災課 

内 容 
警察等の関係機関との連携により、広報チラシ等の学校へ配布や防犯用品

の展示コーナー設置など、防犯に関する情報提供の充実を図ります。 
 

具体的 
取組 

３．地域ぐるみの防犯活動の

推進 
継続 担当課 総務・防災課 

内 容 

子どもを犯罪・事故等の被害から守るため、PTA 等の学校関係者や防犯

ボランティア等との情報交換、地域コミュニティや防犯パトロールを行う団

体等への防犯に関する情報提供等を行い、地域の防犯ネットワークづくりに

努めます。 
 

具体的 
取組 ４．防犯意識の啓発 継続 担当課 総務・防災課 

内 容 

市報、班回覧や地域コミュニティのネットワーク、防災行政無線を活用し、

防犯意識の向上を図ります。また、警察の協力を得ながら、子どもを対象と

した防犯指導を実施し、防犯に対する意識の向上に努めます。 
 

具体的 
取組 ５．緊急避難場所の設置 継続 担当課 

総務・防災課 

学校教育課 

内 容 

子どもが犯罪等に遭った時の緊急避難場所である「こども 110 番の家」

等の防犯ボランティア活動を支援し、地域全体による防犯体制づくりを推進

します。 
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具体的 
取組 ６．有害環境対策 継続 担当課 

学校教育課 

文化・スポーツ振興課 

内 容 

性や暴力等に関する有害な情報に子どもたちが触れないよう、家庭に呼び

かけるとともに、地域住民と協力し、市内の店舗等に対して自主的な規制措

置を働きかけます。 
 

具体的 
取組 

７．インターネットの適切な

利用の普及・啓発 
新規 担当課 

学校教育課 

健康づくり課 

子育て未来課 

総務・防災課 

内 容 

インターネットの利用によって、子ども自身が被害者にも加害者にもならな

いよう、ネットトラブルに関する情報提供やインターネットの適切な利用につ

いて、学校と家庭が協力し、児童・生徒や保護者への啓発に取り組みます。 

また、母子手帳交付の時期から、SNS 機器（スマホ等）を利用した安易

な利用（子守り）に伴い、乳幼児期の心身に及ぼす弊害等や正しい使い方に

関する情報提供に取り組みます。 
 

具体的 
取組 ８．交通安全対策の強化 継続 担当課 総務・防災課 

内 容 

地域コミュニティによる地域内青色パトロールの実施や交通安全指導員

による見守り活動を強化し、児童の登下校時の交通事故及び犯罪の未然防止

を図ります。 

また、各コミュニティの地区内の通学路や交差点にストップマークを設置

し、飛び出し防止による交通事故防止に努めます。 
 

具体的 
取組 ９．交通安全意識の啓発 継続 担当課 

総務・防災課 

学校教育課 

内 容 

各小学校において、自転車運転安全教室を実施します。また、自宅以外で

自転車の利用を始める小学校３年生に対し、交通安全教室の実施と免許証を

交付し、交通安全意識の向上を図ります。 
 

具体的 
取組 

10．チャイルドシート装置の

普及・啓発 
継続 担当課 総務・防災課 

内 容 
年２回（春・秋）の交通安全運動該当キャンペーンを通じて、チャイルド

シートの装着について普及・啓発に取り組みます。 
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具体的 
取組 

11．家庭・地域における防災・ 

減災意識の醸成 
継続 担当課 総務・防災課 

内 容 

市報等を活用し、市民に対する防災・減災情報を発信し、緊急連絡先や避

難経路の確認など、家庭における日頃からの防災・減災意識を高めます。 

また、子どもと親がともに、地域コミュニティの防災訓練に参加すること

を促します。 
 

具体的 
取組 12．災害情報の迅速な伝達 継続 担当課 総務・防災課 

内 容 

防災行政無線等の他、防災メールやフェイスブック等の SNS を活用して

災害情報を提供します。また、外国人の子どもがいる家庭には、災害情報を

外国語で伝える配慮を検討します。 
 

具体的 
取組 

13．避難行動要支援者対策の 

ための連携強化 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

総務・防災課 

内 容 

嬉野市地域防災計画に基づき、子どもや妊産婦、障がいのある子ども、外

国人など、避難行動に支援を必要とする子どもや家庭を平常時より把握し、

民生委員・児童委員、消防署、警察署の関係団体と共有することにより、災

害時の安否確認や避難支援体制の強化を図ります。 
 

具体的 
取組 

14．教育・保育施設等における

安全確保の徹底 
新規 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

災害等で人的被害が発生する危険が高まった際に、園児等の生命と身の安

全を守るため、「嬉野市特定教育・保育施設等における避難情報発令時の対

応ガイドライン」に基づき、適切かつ迅速な対応が図られるよう、施設職員

等に周知・徹底を図ります。 
 

＊「嬉野市特定教育・保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン」とは･･･ 

台風や集中豪雨などによって人的被害が発生するおそれが高まった時に、避難行動

に時間を要する乳幼児の安全をいち早く確保するため、嬉野市内に避難情報が発令

された場合の保育所等に在園している子どもにかかる対応について、ガイドライン

を作成しています。 
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 施策２ 安心して外出できる環境の整備 
 

子どもや子育て家庭にとって、安全で外出しやすく、子育てしやすい生活環境が整

ったまちは、「住み続けたい」という定住意識の向上にもつながります。 

安全・安心に利用できる公園や道路、公共施設などの整備について関係機関や地域

住民と協議しながら、ユニバーサルデザインの視点に基づいた、子どもと子育て家庭

にやさしいまちづくりを進めていきます。 

具体的取組 

具体的 
取組 

１．子ども連れが外出しやすい

環境の整備 
継続 担当課 建設・農林整備課 

内 容 

妊産婦、乳幼児連れの人など、すべての人が安心して外出できるよう、公

共施設や道路等において、段差解消等のバリアフリー化に努めます。 

また、公共施設や民間店舗に、おむつ替えや授乳のできるスペースの確保

に向けて働きかけるとともに、スペースが確保されている施設や店舗等の情

報提供を行うことを検討します。 
 

具体的 
取組 ２．公園の整備・点検 継続 担当課 

建設・農林整備課 

新幹線・まちづくり課 

総務・防災課 

内 容 

子育て家族や子どもが身近に集える場として、児童遊園・公園などのトイ

レの水洗化、多目的トイレの整備、公園内の段差解消などのバリアフリー化

を計画的に整備していきます。 

また、既存の公園内に設置された遊具や休憩施設などの点検や改修に取り

組みます。 
 

具体的 
取組 ３．安全で快適な住宅の整備 継続 担当課 企画政策課 

内 容 

市営住宅の建替え時には、子育て家庭に配慮した安全で快適な住まいづく

りに努めます。また、定住促進の一環として「定住奨励金」制度について周

知し、子育て家庭の経済的負担の軽減を図ります。 
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第５章 量の見込みと確保方策 
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第１節 教育・保育提供区域の設定 

教育・保育提供区域の設定にあたっては、地理的条件、人口、交通事情、その他の

社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備

の状況などを総合的に勘案するとともに、地域の実情に応じて保護者や子どもが居宅

より容易に移動することができる区域を定めることとなっています。 

本市においては、効率的な資源の活用を可能とし、地域のニーズに柔軟に対応でき

るよう、教育・保育事業の提供区域を２区域（塩田地区、嬉野地区）とし、地域子ど

も・子育て支援事業は１区域（全市）とします。 

また、地域子ども・子育て支援事業において、放課後児童健全育成事業については

２区域（塩田地区、嬉野地区）とします。 

 

区分 ／ 施設・事業名 区域 

教
育
・
保
育 

教育・保育施設 幼稚園、保育所、認定こども園 

２区域 

地域型保育事業 
小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保

育 

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業 

① 延長保育事業（時間外保育事業） 全市 

② 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） ２区域 

③ 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

全市 

④ 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

⑤ 一時預かり事業（幼稚園における一時預かり／認可保育所等における一時預かり） 

⑥ 病児・病後児保育事業 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

⑧ 妊婦健康診査事業 

⑨ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑩ 養育支援訪問事業 

⑪ 利用者支援事業 

⑫ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

⑬ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

⑭ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

※⑫、⑬、⑭は見込みの対象にはなっていません。 
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第２節 教育・保育事業の量の見込み、確保方策 

（１）教育・保育事業の見込みと確保方策 

【嬉野市全体の見込みと提供体制の確保の考え方】⇒ 84 頁参照 

● 【１号認定】については、量の見込みに対して、幼稚園や認定こども園において、

十分な供給量が確保されています。 

● 【２号認定】の量の見込みは、“教育の利用を希望”に対する供給量は確保されて

いますが、“左記以外（保育の必要あり）”に対しては、供給量の不足が生じてい

ます。【２号認定】の保育ニーズに対しては、令和４年度から認定こども園（幼保

連携型）に移行することで対応を図ります。（② 供給量の過不足（確保方策－認

定区分別量の見込み）参照） 

● 【３号認定】の“１・２歳”については、量の見込みに対して、十分な供給量が

確保されています。“０歳”については、量の見込みに対して、令和３年度までは

供給量の不足が生じていますが、令和４年度以降、出生数の減少及び特定地域型

保育（小規模保育事業）の定員増により、見込み量を満たすことが可能です。 

【塩田地区の見込みと提供体制の確保の考え方】⇒ 85 頁参照 

● 【１号認定】【２号認定】については、量の見込みに対して、幼稚園や認定こども

園において、十分な供給量が確保されています。 

● 【３号認定】の“０歳”については、量の見込みに対して、令和３年度までは供

給量の不足が生じていますが、令和４年度以降、出生数の減少及び特定地域型保

育（小規模保育事業）の新設（０歳：３人、１・２歳：９人）により、供給量の

不足は解消できます。 

【嬉野地区の見込みと提供体制の確保の考え方】⇒ 86 頁参照 

● 【１号認定】については、量の見込みに対して、幼稚園や認定こども園において、

十分な供給量が確保されています。また、令和４年度以降、認定こども園（幼保

連携型）への移行に伴い、幼稚園の定員数が 110 人から 80 人となりますが、

見込み量は満たすことが可能です。 

● 【２号認定】の“左記以外（保育の必要あり）”の量の見込みは、特定教育・保育

施設の定員数を上回っており、さらに増加していくと予測されます。今後、施設

の定員増や認定こども園への移行促進を図ることで、提供体制の確保に努めます。 

● 【３号認定】の“１・２歳”については、量の見込みに対して、十分な供給量が

確保されています。“０歳”については、量の見込みに対して、令和４年度までは

供給量の不足が生じていますが、出生数の減少が予測されることから、見込み量

を満たすことが可能です。 

 



86 

■ 全市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

教育の利用

を希望

3～5歳 0歳 1・2歳

64 423

185 123 372 80 284 1,044

6 13 19

185 123 372 86 297 1,063

59 59 ▲ 51 ▲ 15 12 64

59 64

65 431

185 123 372 80 284 1,044

6 13 19

185 123 372 86 297 1,063

66 58 ▲ 59 ▲ 11 8 62

66 62

66 439

155 153 372 83 293 1,056

9 22 31

155 153 372 92 315 1,087

42 87 ▲ 67 0 22 84

42 84

65 432

155 153 372 83 293 1,056

9 22 31

155 153 372 92 315 1,087

48 88 ▲ 60 2 18 96

48 96

65 423

155 153 372 83 293 1,056

9 22 31

155 153 372 92 315 1,087

54 88 ▲ 51 13 14 118

54 118

単位：人

認定区分

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

量の見込み 126
487

101 285

特定地域型保育（小規模保育事業）

999

１号

２号

３号
計左記以外

3～5歳

計（供給量）

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

量の見込み

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み）

1,001

量の見込み 113
505

92 293 1,003

量の見込み 107
497

90 297 991

37 27

488
量の見込み 101 79 301 969

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 28 20

計（供給量）

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） △ 1 △ 3

8

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

△ 3

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

■全市

確
保
方
策

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 20 22

119
496

97 289

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）
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■ 塩田地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育の利用

を希望

3～5歳 0歳 1・2歳

25 163

75 30 177 34 114 430

0 0 0

75 30 177 34 114 430

27 5 14 ▲ 4 4 46

27 46

25 165

75 30 177 34 114 430

0 0 0

75 30 177 34 114 430

32 5 12 ▲ 3 4 50

32 50

26 169

75 30 177 34 114 430

3 9 12

75 30 177 37 123 442

34 4 8 2 13 61

34 61

25 159

75 30 177 34 114 430

3 9 12

75 30 177 37 123 442

37 5 18 2 12 74

37 74

23 149

75 30 177 34 114 430

3 9 12

75 30 177 37 123 442

41 7 28 6 12 94

41 94

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 35 18

3～5歳

量の見込み 34
172

量の見込み 41
195

量の見込み 48
188

12 15

368

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

量の見込み 38
184

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

35 110

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 17 1

35 111

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み）

単位：人

１号

２号

３号
計左記以外

認定区分

381

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

量の見込み 43
190

380

確
保
方
策

31 111

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 23 14

348

384

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

38 110

37 110

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 19 0
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■ 嬉野地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育の利用

を希望

3～5歳 0歳 1・2歳

39 260

110 93 195 46 170 614

6 13 19

110 93 195 52 183 633

32 54 ▲ 65 ▲ 11 8 18

32 18

40 266

110 93 195 46 170 614

6 13 19

110 93 195 52 183 633

34 53 ▲ 71 ▲ 8 4 12

34 12

40 270

80 123 195 49 179 626

6 13 19

80 123 195 55 192 645

8 83 ▲ 75 ▲ 2 9 23

8 23

40 273

80 123 195 49 179 626

6 13 19

80 123 195 55 192 645

11 83 ▲ 78 0 6 22

11 22

42 274

80 123 195 49 179 626

6 13 19

80 123 195 55 192 645

13 81 ▲ 79 7 2 24

13 24

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

単位：人

１号

２号

３号
計左記以外

3～5歳

認定区分

量の見込み 78
299

63 175 615

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） △ 11 △ 3

量の見込み 76
306

60 179 621

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） △ 18 △ 4

量の見込み 72
310

57 183 622

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 8 7

量の見込み 69
313

55 186 623

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 5 6

量の見込み 67
316

48 190 621

確
保
方
策

特定教育・保育施設
（幼稚園・保育所・認定こども園）

特定地域型保育（小規模保育事業）

計（供給量）

➀ 供給量の過不足（確保方策－量の見込み）

② 供給量の過不足（確保方策－認定区分別量の見込み） 2 9
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（２）教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する

体制の確保の内容 

● 女性の就労意欲の高まりに伴う共働き家庭の増加により、０歳児をはじめ、就学

前児童の受け入れ希望は増えると見込まれます。私立幼稚園１園については、令

和４年度以降、認定こども園に移行します。残りの私立幼稚園についても、認定

こども園への移行促進を図ります。 

● さらに、今後は３号認定を対象とした地域型保育事業等（小規模保育事業、家庭

的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）についても検討し、嬉野

市の子育て支援機能を維持・確保することを目指します。 

 

（３）教育・保育施設の老朽化に伴う施設整備の推進 

● 嬉野市内の保育所は、老朽化が進んでいる園舎が多いので、安全な生活環境を提

供するため、計画的な施設整備を行います。 

● また、認定こども園へ移行する幼稚園についても同様に、老朽化に伴う施設整備

を進めていきます。 
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第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、

確保方策 

（１）地域子ども・子育て支援事業の見込みと提供体制と確保方策 

① 延長保育事業（時間外保育事業） 

 事業概要  

保育が必要と認定を受けた子どもに対して、通常の利用日数及び利用時間以外に

保育所で保育を行う事業です。 

延長保育事業については、保育標準時間（午前７時から午後６時まで）の方がそ

れ以上の時間を利用する場合に、延長保育として午後７時まで利用することができ

ます。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 71 70 68 66 63 

② 確保の内容 71 70 68 66 63 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 延長保育については、今後、市内の認定こども園・保育所（12 園）全てで実施

する予定としており、見込み量に対する提供体制は十分に確保することが可能で

す。 

● 継続的に職員２名を配置し、事業を実施していきます。 

② 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 事業概要  

保護者が就労等のために昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後に適切な遊び

や生活の場を提供し、児童の健全な育成を図る事業です。 

 量の見込みと確保方策  

【市全体】 

単位：人 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の 

見込み 

低学年 429 425 419 415 429 

高学年 181 219 228 229 224 

② 確保の内容（定員） 535（575） 615 615 615 615 

過不足数（②－①） ▲75（▲35） ▲29 ▲32 ▲29 ▲38 
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※ 令和２年度（ ）については、長期休業（春季休業を除く）の内容。 

【塩田地区】 

単位：人 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の 

見込み 

低学年 220 232 229 227 234 

高学年 91 116 121 121 119 

② 確保の内容（定員） 245（285） 325 325 325 325 

過不足数（②－①） ▲66（▲26） ▲23 ▲25 ▲23 ▲28 

【嬉野地区】 

単位：人 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の 

見込み 

低学年 209 193 190 188 195 

高学年 90 103 107 108 105 

② 確保の内容（定員） 290 290 290 290 290 

過不足数（②－①） ▲9 ▲6 ▲7 ▲6 ▲10 

※ 令和２年度（ ）については、長期休業（春季休業を除く）の内容。 

 提供体制・確保方策の考え方  

【塩田地区】 

● 塩田地区では６か所で実施しています。今後の量の見込みについては、五町田

小学校区に新興住宅地が整備されたことにより、今後 40 人程度の利用増が見

込まれます。 

【嬉野地区】 

● 嬉野地区では８か所で実施しています。今後の量の見込みについては、低学年

は減少、高学年は増加が見込まれます。 

【市全体】 

● 量の見込みに対する確保方策では、２区域ともに、毎年度不足する状況ですが、

実際の利用率は登録人数のおおよそ 72％程度となっているため、その分は確

保できるものとしています。しかし、共働き家庭の増加など、社会情勢の変化

により、保護者が昼間に家庭にいない児童が増え、利用率はさらに増加する可

能性もあり、提供体制（定員）の拡充を検討していく必要があります。 

● 放課後児童クラブの開所時間の延長などについては、保護者からの要望など把握

した上で、地域の実情に応じた方向性を検討し、必要な調整を進めていきます。 

● 放課後児童クラブにおいて、放課後児童支援員等の確保、研修等による質の向上

に努めるとともに、各放課後児童クラブの適当な水準を維持するため、定期的な

監査の実施や運営状況等を調査し、必要に応じて指導していきます。  
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「新・放課後子ども総合プラン」について 

共働き家庭等の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、

国においては、平成 26 年７月に「放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後児童

クラブについて、令和元年度末までに約 30 万人分を新たに整備するとともに、すべ

ての小学校区で、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的に又は連携して実

施することを目標とし、計画的な整備が行われてきたところです。 

しかし、近年の女性就業率の上昇等により、更なる共働き家庭の児童数の増加が見

込まれるため、「待機児童」を解消し、「小１の壁」を打破するためには、放課後児童

クラブの追加的な整備が不可欠となっています。また、地域住民等の参画を得て、放

課後等に学習や体験・交流活動などを行う事業（放課後子ども教室）の計画的な整備

など、すべての児童の安全・安心な居場所の確保については、全国的に早急な整備が

求められています。 

平成 30 年９月に「新・放課後子ども総合プラン」が策定され、これに基づく取り

組みや目標整備量等について、実施主体である市町村において、子ども・子育て支援

事業計画に盛り込むこととされました。 

以上のことを鑑み、嬉野市においても、放課後におけるすべての児童の安全・安心

な居場所づくりの観点から、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の計画的な整備

方針を定めました。 

＊「小１の壁」とは･･･ 

主に、共働き家庭やひとり親家庭において、子どもの小学校入学を期に、仕事と育児の

両立が難しくなり、仕事を辞めざるを得ない状況のことです。 

■ 放課後の活動支援（新・放課後子ども総合プラン） 

● すべての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことが

できるよう、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室などの取り組みを一層充実して

いきます。 

【主な関連事業】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 放課後児童健全育成事業 

（放課後児童クラブ） 

担 当 課：福祉課、子育て未来課 

内 容：保護者が就労等により、昼間

家庭にいない小学校に就学

している児童に対し、授業の

終了後に適切な遊び及び生

活の場を提供しています。 

実施場所：小学校の余裕教室、放課後
児童クラブ室専用棟等 

２ 放課後子ども教室推進事業 

（放課後子ども教室） 

担 当 課：文化・スポーツ振興課 

内 容：子どもたちの安全・安心な活

動拠点（居場所）を設け、学

習や体験・交流活動を提供し

ています。 

実施場所：公民館等 
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 令和６年度までの整備計画  

 令和元年度 

4月 1日現在 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

令和 

6 年度 

放課後児童 

クラブ 

低学年（人） 405 429 425 419 415 429 

高学年（人） 110 181 219 228 229 224 

合計（か所） 14 か所 14 か所 16か所 16か所 16か所 16か所 

民営放課後児童クラブ（か所） 1 か所 1 か所 1か所 1か所 1か所 1か所 

放課後子ども教室 （か所） 3 か所 3 か所 3か所 3か所 3か所 3か所 

放課後児童クラブと放課後

子ども教室の連携 （か所） 
3 か所 3 か所 3か所 4か所 4か所 4か所 

一体型の放課後児童クラブ及

び放課後子ども教室（か所） 
0 か所    1か所 1か所 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 自然人口減少よりも増加することが見込まれるため、提供体制の確保は不可欠となりま

す。ただし、核家族化や働き方改革による女性の社会進出がさらに進み、高学年の利用

者が増える要因も今後注視する必要があります。 

● 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室に通う児童同士の交流ができるような仕組み

など、教育委員会、福祉課、子育て未来課、文化・スポーツ振興課が連携を深めながら、

放課後の活動支援を実施していきます。また、すべての児童の安全・安心な居場所の確

保に向けて、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室（新・放課後子ども総合プラン）

が連携しながら活動し、さらに一体型として同一の活動プログラムに参加できる体制に

ついて、今後検討を進めていきます。 

● 放課後児童クラブは市内 14 か所、民営の放課後児童クラブ１か所、放課後子ども教室

（新・放課後子ども総合プラン）は市内３か所で実施しており、今後も地域の特性に応

じて活用を進めていくとともに、特別教室や図書館、体育館、校庭等の学校教育の目的

には使用していない放課後等の時間帯についても学校施設の一時的な活用ができるよ

う検討していきます。 

● 新たな放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施に関する検討を進める場として、

教育委員会、福祉課、子育て未来課、文化・スポーツ振興課が連携し、「運営委員会」

の設置も検討していきます。 

● 放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の実施について、市のホームページや広報紙によ

る周知を継続するとともに、各放課後児童クラブ等を通じて、学校や地域住民（各地域コ

ミュニティ等）が子どもとふれあう場を設け、連携を深めていくよう、地域人材の参画の

促進に努めていきます。 
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③ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

 事業概要  

保護者の疾病や仕事などにより子どもの養育が一時的に困難になった場合や、育

児不安や育児疲れ等による身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、子どもを児

童養護施設等で一時的に預かる事業です。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人日 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 3 3 3 3 3 

② 確保の内容 3 3 3 3 3 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 休日保育、夜間保育を希望する保護者へ広報により周知を行い、必要に応じて

児童養護施設（済昭園）にて対応していきます。 

 

④ 地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

 事業概要  

乳幼児とその保護者を対象に、親子で遊ぶ中で情報提供や交流、仲間づくりを行

う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の支援を行う事

業です。 

嬉野庁舎と嬉野市コミュニティセンター「楠風館」で実施しています。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人回 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 5,983 5,893 5,805 5,718 5,632 

② 確保の内容 5,983 5,893 5,805 5,718 5,632 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

※人回は、何人の人が何回利用したかを示す。（利用人数×利用回数＝利用人回） 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 嬉野市子育て支援センターと「楠風館」で実施しており、今後の量の見込みに

対する提供体制は十分に確保することが可能です。今後も親子で利用しやすい

運営の充実に努めていきます。 
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⑤ 一時預かり事業（幼稚園の預かり保育／その他の一時預かり） 

 事業概要  

幼稚園の預かり保育は、家庭で保育を受けることが一時的に困難となった在園児

を、幼稚園で一時的に預かる事業です。 

その他の一時預かりは、通常の利用時間以外に、保育認定を受けない子どもに対

し、保育所や地域子育て支援拠点等で保育を行う事業です。 

 量の見込みと確保方策  

【幼稚園の預かり保育】 

単位：人日 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 9,607 9,985 9,834 9,561 9,108 

② 確保の内容 9,607 9,985 9,834 9,561 9,108 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

【その他の一時預かり】 

単位：人日 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 345 348 352 356 360 

② 確保の内容 345 348 352 356 360 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

提供体制・確保方策の考え方  

● 幼稚園の預かり保育は市内の幼稚園（２園）、その他の一時預かりは、市内の保

育所・認定こども園（９園）とファミリー・サポート・センターにて実施して

おり、今後の量の見込みに対する提供体制は十分に確保することが可能です。 
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⑥ 病児・病後児保育事業 

 事業概要  

急な病気や病気からの回復期などで、集団保育が困難な子どもを一時的に医療機

関等で保育を行う事業です。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人日 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 52 59 68 77 88 

② 確保の内容 52 59 68 77 88 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 市内では病児・病後児保育を樋口医院にて実施していますが、利用ニーズも高

まっています。市内の施設整備の検討を行うとともに、武雄市病児・病後児保

育事業について保護者へ周知し、利用促進を図ります。 

 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業 

 事業概要  

一時的に保育を依頼する会員と、一時的に児童を預かる会員が登録し、育児に関

して地域住民が相互援助活動を行う事業です。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人日 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 263 261 247 237 228 

② 確保の内容 263 261 247 237 228 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 令和２年２月末現在、おまかせ会員●人で実施しており、今後の量の見込みに

対する提供体制は十分に確保することが可能です。 

● 今後、一時的に保育を依頼する会員（お願い会員）と子育ての手助けをしたい

人（おまかせ会員）、両方の登録者数の増加に向け、市民への周知や子育てサポ

ーター養成講座を開催し、事業の活性化を図ります。 
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⑧ 妊婦健康診査事業 

 事業概要  

妊婦の健康の保持・増進を図るため、妊婦に対する健康診査として健康状態の把

握、検査計測、保健指導等を実施する事業です。佐賀県内の医療機関で実施してい

ます。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 177 171 163 159 152 

② 確保の内容 177 171 163 159 152 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 平成 30年度の受診率はほぼ 100％となっており、今後の量の見込みに対する

提供体制は十分に確保することが可能です。 

 

⑨ 乳児家庭全戸訪問事業 

 事業概要  

保健師等が生後４か月までのすべての乳幼児を訪問し、母子の健康管理、育児支

援の情報提供を行う事業です。また、発育発達の観察及び育児に関する指導助言を

行います。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 188 182 173 169 162 

② 確保の内容 188 182 173 169 162 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 平成 30年度の実施率はほぼ 100％となっており、今後の量の見込みに対する

提供体制は十分に確保することが可能です。 
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⑩ 養育支援訪問事業 

 事業概要  

育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して

不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に

対して、保健師・助産師による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施

することにより、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る事業です。 

 量の見込みと確保方策  

単位：人 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 9 9 8 8 8 

② 確保の内容 9 9 8 8 8 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 保健師・看護師・助産師等が自宅訪問を行います。今後の量の見込みに対する

提供体制は十分に確保することが可能です。 

 

⑪ 利用者支援事業 

 事業概要  

保健師等の専門職が、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関す

る妊産婦等からの様々な相談に応じ、その状況を継続的に把握します。また、支援

を必要とする方が利用できる母子保健サービス等の情報提供を行うとともに、関係

機関と協力して支援プランの策定などを行う事業です。 

令和元年度から、基本型と母子保健型の２か所で実施しています。 

 量の見込みと確保方策  

単位：か所 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

① 量の見込み 2 2 2 2 2 

② 確保の内容 2 2 2 2 2 

過不足数（②－①） 0 0 0 0 0 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 今後の量の見込みに対する提供体制は十分に確保することが可能です。 
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⑫ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

 事業概要  

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の要保護児童対策

調整機関の職員や地域ネットワークを構成する関係機関等の専門性強化及び地域

ネットワーク構成員の連携強化を図るとともに、地域ネットワークと訪問事業が連

携を図り、児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応に資することを目的とする事

業です。 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 今後、本市の要保護児童対策地域協議会を中心に、継続して実施していきます。 

 

⑬ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

 事業概要  

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して、保護者

が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

又は行事への参加に要する費用等を助成する事業です。 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 今後も継続して実施していきます。 

 

⑭ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 事業概要  

特定教育・保育施設への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事

業です。 

 提供体制・確保方策の考え方  

● 今後、対応について検討します。 
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■ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み一覧 

 
単
位 

実績 量の見込み 

平成 
30 年度 

令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

延長保育事業 

（時間外保育事業） 
人 3,309 71 70 68 66 63 

放課後児童 

健全育成事業 

低学年 人 405 429 425 419 415 429 

高学年 人 110 181 219 228 229 224 

放課後児童クラブと放課後

子ども教室との連携 
か所 3 3 3 4 4 4 

一体型の放課後児童クラブ

及び放課後子ども教室 
か所 0    1 1 

子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 
人日 3 3 3 3 3 3 

地域子育て支援拠点事業 

（地域子育て支援センター） 
人回 6,166 5,983 5,893 5,805 5,718 5,632 

一時預かり

事業 

幼稚園の 

預かり保育 
人日 － 9,607 9,985 9,834 9,561 9,108 

その他の 

一時預かり 
人日 339 345 348 352 356 360 

病児・病後児保育事業 人日 40 52 59 68 77 88 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 
人日 272 263 261 247 237 228 

妊婦健康診査事業 人 186 177 171 163 159 152 

乳児家庭全戸訪問事業 人 204 188 182 173 169 162 

養育支援訪問事業 人 9 9 9 8 8 8 

利用者支援事業 か所 0 2 2 2 2 2 

子どもを守る地域ネットワ

ーク機能強化事業 
－ 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

実費徴収に係る補足給付を

行う事業 
－ 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

多様な主体が本制度に参入

することを促進するための

事業 

－ 実施 実施 実施 実施 実施 実施 

※放課後児童健全育成事業は２区域ですが、ここでは全市の見込みを記載しています。 

※放課後児童クラブ及び放課後子ども教室は、令和元年度４月１日現在です。 

※人日は、何人の人が何日利用したかを示す。（利用人数×利用日数＝利用人日） 

※人回は、何人の人が何回利用したかを示す。（利用人数×利用回数＝利用人回） 
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第６章 第１次嬉野市ひとり親家庭等自立促進計画 
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第１節 計画の策定にあたって 

（１）計画策定の背景と目的 

国は、戦争未亡人対策から始まりすでに 50 年以上が経過した母子家庭等対策の抜

本的見直しを行い、これまでの「経済的支援」（手当ての支給）から「自立の支援」へ

の転換を目指し、平成 14 年３月に「母子家庭等自立支援対策大綱」を発表しました。

平成 14 年 11 月には「母子及び寡婦福祉法」を改正し、国及び地方公共団体におけ

る総合的な自立支援体制の整備を進めることとしました。 

このような中、平成 20年から 5 年間の新たな「母子家庭及び寡婦の生活の安定と

向上のための措置に関する基本的な指針」が定められ、地方公共団体において母子家

庭及び寡婦自立促進計画を策定し、より一層母子家庭等の支援施策を推進していくこ

とが求められました。 

平成 26 年 4月に「母子及び母子寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」

に改正され、ひとり親家庭に対する国及び都道府県の支援強化が図られるとともに、

父子家庭への支援が拡充されることとなりました。また、平成 27年 4 月に、生活保

護に至る前の自立支援策の強化を図るため、生活困窮世帯への家計相談事業や子ども

の学習事業を含む「生活困窮者自立支援法」が施行されました。 

平成 27 年 10 月には、平成 25 年 3月に施行された「母子家庭の母及び父子家庭

の父の就業の支援に関する特別措置法」を踏まえて、「母子家庭等及び寡婦の生活の安

定と向上のための措置に関する基本的方針」（以下「基本的方針」という。）が定めら

れ、母子家庭等施策の展開の在り方と、都道府県等に対し自立支援計画を策定する際

の指針が示されました。「基本的方針」は令和元年度で計画対象期間の終期を迎えるた

め、国の社会保障審議会児童部会の「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専

門委員会」において、見直しが検討されています。 

ひとり親家庭の親は「子育て」と「家計の担い手」という２つの役割を一人で担っ

ているため、負担が大変大きくなる傾向にあり、様々な困難に直面すると、子どもに

も大きな影響が及びます。ひとり親家庭等が長期的な展望に立ち、希望を持って新た

な生活を築いていけるようにするためには、ひとり親家庭等の自立を図るための総合

的な支援策の推進が求められています。 

このことから、嬉野市においては、ひとり親家庭の現状を踏まえ、ひとり親家庭等

の生活の安定と向上を図るため、引き続き自立促進に向けて各種施策を総合的かつ計

画的に展開することを目的として、「第１次嬉野市ひとり親家庭等自立促進計画」を策

定するものです。 
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■ 基本理念及び計画の概念 

基本理念 

子どもの成長をみんなで支え 

子どもの歓声と笑顔があふれるまち うれしの 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画策定の根拠 

第１次嬉野市ひとり親家庭等自立促進計画は、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第

12 条に基づき、嬉野市のひとり親家庭等に対する施策の一環として策定するもので

あり、策定にあたっては同法第 11 条の基本方針を踏まえることとします。 

  

子育て 
家計の

担い手 

 
ひとり二役により負担大 

 

経済的困窮 
精神的な 
不安 

子育て環境
の激変 

厳しい 
雇用情勢 

ひとり親家庭 
 自

立
の
実
現
に
は
総
合
的
支
援
が
必
要 

世帯の状況に応じた総合的な 

支援体制の整備 

相
談
機
能
の
強
化
・
情
報
提
供
の
充
実 

環
境
変
化
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
の
充
実 

子
育
て
・
生
活
支
援
の
充
実 

就
業
支
援
体
制
の
確
立 

養
育
費
の
確
保
の
推
進 

経
済
的
支
援
の
推
進 

健やかな子どもの成長、経済的な安定・自立の実現 
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（３）計画の位置づけ 

本計画は、ひとり親家庭等の生活の安定と向上のため、自立支援を総合的に推進す

る指針となるものです。また、「嬉野市子ども・子育て支援事業計画」のうちの「ひと

り親家庭等の支援」に関する個別計画であり、佐賀県ひとり親家庭等自立促進計画と

の整合を図っています。 

■ 基本理念及び計画の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の期間 

この計画の期間は「第２期嬉野市子ども・子育て支援事業計画」と終期を合わせ、

令和２年度から令和６年度までの５年間とします。 

 

（５）計画の対象 

母子家庭、父子家庭、寡婦 

  

母子及び父子並びに寡婦福祉法 

母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上

のための措置に関する基本的な方針 

佐賀県ひとり親家庭等

自立促進計画 

11 条 
 

県・市は基本方針に
即した自立促進計画
を策定（12条） ・子育て・生活支援 

・就業支援 

・養育費確保支援 

・経済的支援 

子ども・子育て支援法 

61 条 
 

第２期 

嬉野市子ども・子育て支援事業計画 

 

 

 

 

計画の期間：令和２年度～令和６年度 

規定する内容 

○子ども・子育て支援事業の需要量見込 

○提供体制の確保の内容および実施時期 

第１次嬉野市ひとり親家庭等自立促進計画 

計画の期間：令和２年度～令和６年度 

個別計画 
より効果的な施策の展開 連携 
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（６）用語の定義 

○ ひとり親家庭等 ………母子家庭、父子家庭、寡婦 

○ 母子家庭、父子家庭 …以下のいずれかに該当し、20 歳未満の子どもがいる家庭 

・配偶者が死亡した方 

・配偶者と離婚した方 

・配偶者の生死が不明な方 

・配偶者から遺棄されている方 

・配偶者が外国にいるか、拘禁されているため、その扶養を受けられない方 

・配偶者が心身の障がいにより働けない方 

・婚姻によらないで母・父となった方 

○ 寡 婦……………………かつて母子家庭の母であり、子どもが成人したのち、なお

配偶者のない状態にある方 
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第２節 ひとり親家庭等の現状と課題 

（１）統計資料によるひとり親家庭等の状況 

１）子どものいるひとり親家庭等の推移 

18 歳未満の子どものいる一般世帯のうち、本市の父子世帯（父と子から成る世

帯）は、平成７年の 21 世帯をピークにやや減少しながら推移しています。平成

27 年では 11 世帯と一般世帯数（2,251 世帯）に占める割合は 0.5％となってお

り、佐賀県の父子世帯の割合（0.8％）をやや下回っています。 

母子世帯（母と子から成る世帯）は、平成 17年の 199世帯をピークに減少して

おり、平成 27年では 161世帯となっています。世帯数は減少していますが、一般

世帯数に占める割合は、佐賀県の傾向と同様に、増加しながら推移しており、平成

７年の 5.1％から平成 27年では 7.2％となっています。 

 

■ 18歳未満の子どものいる父子世帯・母子世帯の推移（嬉野市・佐賀県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   資料：国勢調査 
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18歳未満の児童のいる父子世帯（嬉野市）

18歳未満の児童のいる母子世帯（嬉野市）

18歳未満の児童のいる一般世帯数に占める父子世帯の割合（嬉野市）

18歳未満の児童のいる一般世帯数に占める母子世帯の割合（嬉野市）

18歳未満の児童のいる一般世帯数に占める父子世帯の割合（佐賀県）

18歳未満の児童のいる一般世帯数に占める母子世帯の割合（佐賀県）

(世帯)

実 績 値

(％)
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２）婚姻の動向 

① 婚姻・離婚件数の推移 

本市の婚姻件数は、平成 25 年の 129 件から増減しながら推移しており、平

成 30 年では 106 件となっています。離婚件数も同様に増減しながら推移して

おり、平成 30 年の離婚件数は 41 件となっています。 

■ 婚姻・離婚件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 未婚率の推移 

本市の未婚率は男女ともに微増で推移しており、平成 27年では男性が 28.1％、

女性が 21.4％となっており、男性の未婚率が高い状況です。また、本市の未婚

率は佐賀県と比べて下回っています。 

■ 未婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：佐賀県保健統計情報 

40 
35 
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27 

41 
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104 
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0

50
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150

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

離婚件数 婚姻件数

（件） 実 績 値

26.9 27.3
28.0 28.1

28.5 28.6 28.9 29.3 

20.3
20.9 21.2 21.4

21.9 21.9 21.7 21.7 

18.0

22.0

26.0

30.0

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

嬉野市（男性） 佐賀県（男性）

嬉野市（女性） 佐賀県（女性）

（％）

実 績 値

資料：国勢調査 

※未婚率＝未婚者数÷各年齢人口（配偶関係「不詳」除く）×100 
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平成 27 年の国勢調査結果から、15 歳以上総数の未婚率は、男女ともに佐賀県

や全国の未婚率を下回っていますが、女性の 25～29 歳（嬉野市 63.2％、佐賀県

58.7％、全国61.3％）や30～34歳（嬉野市37.3％、佐賀県33.3％、全国34.6％）

では、佐賀県や国の未婚率を上回っている状況です。 

■ 未婚率（平成 27年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

※未婚率＝未婚者数÷総人口（配偶関係「不詳」除く）×100 

 

  

単位：％

佐賀県 全　国 佐賀県 全　国

総人口 未婚者数 未婚率 未婚率 未婚率 総人口 未婚者数 未婚率 未婚率 未婚率

15歳以上総数 10,856 3,055 28.1 29.3 31.8 12,946 2,775 21.4 21.7 23.2

　15～19歳 647 645 99.7 99.6 99.7 706 706 100.0 99.3 99.4

　20～24歳 459 423 92.2 92.3 95.0 591 536 90.7 88.7 91.4

　25～29歳 530 373 70.4 67.5 72.7 579 366 63.2 58.7 61.3

　30～34歳 645 298 46.2 43.4 47.1 699 261 37.3 33.3 34.6

　35～39歳 703 234 33.3 32.3 35.0 734 167 22.8 22.8 23.9

　40～44歳 724 201 27.8 27.2 30.0 740 143 19.3 18.2 19.3

　45～49歳 725 198 27.3 24.6 25.9 797 118 14.8 15.0 16.1

嬉野市 嬉野市

男　性 女　性
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（２）ひとり親家庭等実態調査 

１）調査の目的 

本調査は、本市に暮らすひとり親家庭の生活実態や福祉行政に関する意見等を把

握し、母子家庭及び父子家庭等への総合的な支援策について検討することを目的に

実施しました。 

２）調査の概要 

○ 調査地域：嬉野市全域 

○ 調査対象者：市内在住のひとり親家庭の保護者 

○ 調査期間：令和元年８月 

○ 調査方法：手渡しによる配布・回収 

３）結果概要 

① 回答者の状況 

・回答者は、「母子家庭」が 90.0％、「父子家庭」が 10.0％となっています。 

・回答者の年代は、「40 歳代」と「30 歳代」が全体の８割を占めています。 

・末子の年齢は、「６～11 歳」と「12～17 歳」が全体の７割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 家庭の状況（単数回答） 

90.0 10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市全体（N=120)

母子家庭 父子家庭

5.0 37.5 44.2 12.5 0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市全体（N=120)

30歳未満 30歳代 40歳代 50歳代 無回答

11.7 31.7 38.3 10.8 7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市全体（N=120)

0～5歳 6～11歳 12～17歳 18歳以上 無回答

■ 回答者の年代（単数回答） 

■ 末子の年齢（単数回答） 
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② 生活・進学等の費用のための貯蓄 

・将来のご本人や子どもの生活・進学等の費用のための貯蓄は、「貯蓄していない」が

50.8％と「貯蓄している」（47.5％）をやや上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 子どもの進路の希望 

・回答者が希望する子どもの進学について、「高等学校」が 35.0％と最も多く、次いで

「大学・大学院」（29.2％）、「短大・高専（専門課程）」（12.5％）の順に続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 現在の生活で困っていることや悩んでいること 

・現在の生活で困っていることや悩んでいることは、「生活費」が 57.5％と最も多く、

次いで「子ども」（36.7％）、「仕事」（27.5％）、「住居」（15.8％）の順に続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 生活・進学等の費用のための貯金の有無（単数回答） 

57.5

36.7

27.5

15.8
14.2

5.8
3.3

5.8 5.0

14.2

7.5

0

20

40

60

生活費 子ども 仕事 住居 健康 人間

関係

差別や

偏見

家事 相談相手が

いないこと

借金返済 その他

市全体（N=120)

(%)

人間関係 差別や偏見 家事 相談相手が 借金返済
いないこと

■ 生活の困りごとや悩みごと（複数回答） 

47.5 50.8 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市全体（N=120)

貯蓄している 貯蓄していない 無回答

■ 子どもの進路の希望（単数回答） 

0.0

35.0

11.7 12.5

29.2

2.5
5.8

3.3

0

10

20

30

40

50

中学校 高等学校 専修学校・

各種学校

短大・高専

（専門課程）

大学・大学院 全員が学校を

卒業している

その他 無回答

市全体（N=120)

(%)

各種学校 （専門課程） 卒業している
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（３）ひとり親家庭等の課題 

平成 27 年の国勢調査によると、本市の 18 歳未満の子どものいる母子世帯は

161 世帯、父子世帯は 11 世帯となっており、一般世帯に占める母子世帯の割合

は年々増加している状況です。 

本市が行った「子どもの幸せを考えるためのアンケート調査」では、ひとり親家

庭のうち、母子家庭の半数以上が“生活困難世帯”となっています。 

「ひとり親家庭等実態調査」では、現在の生活の悩みや困りごとは「生活費」「子

ども」「仕事」「住居」など、複数の生活課題を抱えている状況です。特に、母子家

庭においては、所得が低く、雇用状況が不安定な傾向にあるため、子育てと家計の

担い手として、心身ともに大きな負担がかかりやすくなっています。 

また、将来の親自身や子どもにかかる費用について、半数以上が「貯蓄していな

い」という状況の中、子どもには「高等学校」や「大学」への進学を希望する親も

多くなっています。 

本市では、ひとり親家庭への支援として、保育所への優先入所や医療費助成等を

行っており、平成 28年度からは嬉野市ひとり親子育て世帯応援給付金事業の実施

や母子父子自立支援員を配置し、相談体制の充実を図ってきました。 

今後、本市で暮らすひとり親家庭が安心して子育て・生活できるよう、各種助成

制度や手当の支給など経済的な支援の充実が求められます。また、親と子が将来を

見据えながら、自立した生活が送れるよう、多様な就労支援や日常生活の支援、相

談体制を充実していくことが必要です。 
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第３節 ひとり親家庭への施策の展開 

ひとり親家庭は、仕事と子育ての両立の困難さなどから、経済的・精神的に不安

定な状況に置かれやすく、子どもの成長や生活にとっても大きな影響が及びます。 

今後、ひとり親家庭の生活の安定と自立に向けた相談支援や自立支援など各種施

策を総合的に取り組み、子どもたちが健やかに育つ環境づくりに取り組みます。 

 

 

施策１ ひとり親家庭等への生活・子育て支援の充実 
 

子育て短期支援事業や保育所の優先的な入所など、母子・父子家庭等の生活及び

子育て支援の充実を図ります。 

具体的取組 

具体的 
取組 １．子育て短期支援事業 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
保護者の疾病や仕事などにより子どもの養育が一時的に困難になった場

合に、子どもを児童養護施設等で一時的に預かりを行います。 
 

具体的 
取組 ２．保育所等の優先入所 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
ひとり親家庭の保護者が、安心して就労・求職活動ができるよう、保育所

や放課後児童クラブ等への入所を優先します。 
 

具体的 
取組 ３．安定した住まいの確保 継続 担当課 

福祉課 

建設・農林整備課 

内 容 

住宅に困っているひとり親家庭に対し、市営住宅への優先入居の配慮や家

賃補助制度などを検討し、安心して子どもを育てられる住まいの供給に努め

ます。 
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 施策２ ひとり親家庭等への経済的支援の充実 
 

児童を養育しているひとり親家庭の経済的負担を軽減するため、児童扶養手当を

はじめ、各種助成金の支給や保育料の減免などに取り組みます。 

具体的取組 

 

具体的 
取組 １．児童扶養手当の支給 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
母子家庭または父子家庭等で児童を養育している家庭に対し、児童扶養手

当を支給します。 
 

具体的 
取組 

２．ひとり親家庭等医療費助成

事業 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
ひとり親家庭への医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担の一部

を助成します。 
 

具体的 
取組 

３．嬉野市ひとり親子育て世帯

応援給付事業 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
未就学児を養育しているひとり親家庭に対し、ひとり親子育て世帯応援給

付金を支給します。 
 

具体的 
取組 

４．寡婦（夫）控除のみなし適

用に関する要綱に規定する

対象者への支援 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

寡婦（夫）控除のみなし適用に該当する対象者や未婚のひとり親が、離婚、

死別等によるひとり親家庭と同等の控除や公共サービスが受けられるよう

にすることで、生活の安定を支援します。 
 

具体的 
取組 ５．保育料等の軽減 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
ひとり親家庭の世帯で、一定の要件を満たす場合には、保育所等の保育料

を軽減します。 
 

具体的 
取組 ６．就学援助 継続 担当課 

教育総務課 

学校教育課 

内 容 

経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対

し、学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・新入学用品費・医療

費・給食費などの就学に必要な経費の一部を援助します。  
 

具体的 
取組 ７．嬉野市奨学金資金貸与 継続 担当課 

教育総務課 

学校教育課 

内 容 
経済的な理由によって高等学校や大学などに在学、進学が困難な生徒に奨

学資金の貸付を行い、在学・進学を支援します。 
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具体的 
取組 

８．社会福祉協議会との連携に

よる生活困窮家庭等の児童

への支援 
継続 担当課 

教育総務課 

学校教育課 

内 容 

社会福祉協議会が行う生活困窮家庭やひとり親家庭等の児童を支援する

活動（「ひとり親世帯小学生卒業祝金交付事業」「ひとり親世帯中学生卒業祝

金交付事業」「生活困窮世帯食料支援」等）と連携・協同し、支援が必要な

子どもや家庭の早期発見と対応、自立に向けた生活支援、就業支援などに努

めます。 
  

 

 

 

施策３ ひとり親家庭等への就労支援の充実 
 

母子家庭の母親など、ひとり親家庭の経済的自立に向けて、自立支援教育訓練給

付金や高等職業訓練促進給付金制度を活用し、職業知識や基礎的技能の取得を支援

するとともに、ハローワーク等の関係機関と連携し、就労支援に努めます。 

具体的取組 

具体的 
取組 

１．自立支援教育訓練給付金制

度の周知・活用促進 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

母子家庭の母または父子家庭の父が、職業能力の開発のための指定講座を

受講した場合、教育訓練修了後、受講費用の一部を助成する事業です。制度

について周知し、活用促進を図ります。 
 

具体的 
取組 

２．高等職業訓練促進給付金制

度の周知・活用促進 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

母子家庭の母や父子家庭の父が、就職に有利な資格を取得するために、1

年以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために高

等職業訓練促進給付金等を支給する事業です。制度について周知し、活用促

進を図ります。 
 

具体的 
取組 

３．高等職業訓練促進資金貸付

金の周知・活用促進 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格

取得を目指すひとり親の方に対し、自立を促進するための資金貸付を行う県

の事業です。制度について周知し、活用促進を図ります。 
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具体的 
取組 

４．高等学校卒業程度認定試験

合格支援事業の実施 
新規 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

母子家庭の母や父子家庭の父又はその児童が高等学校卒業程度認定試験

の合格を目指して受講した講座の受講料の一部を助成する事業を実施し、ひ

とり親家庭の自立を支援します。 
 

具体的 
取組 

５．ハローワーク等の関係機関

と連携した就労支援 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

ひとり親家庭の保護者に対し、ハローワークと連携した就業相談などの就

労支援を行い、また、関係機関とも連携を行いながら、継続的支援を推進し

ます。 
        

施策４ 相談体制・情報提供の充実 
 

ひとり親家庭及び寡婦（夫）が抱える子育て、生活、就業など、日常生活全般に

関する悩みごとの相談を母子・父子自立相談員が受け付け、問題解決の援助を行う

とともに、各種サービスに関する情報提供を行います。 

具体的取組 

具体的 
取組 

１．母子・父子自立支援員によ

る相談支援 
継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 
母子・父子自立相談員を配置し、ひとり親家庭の自立に必要な情報提供、

相談指導等の支援を行うとともに、就職や求職活動に関する支援を行います。 
 

具体的 
取組 ２．生活困窮家庭の自立支援 継続 担当課 

福祉課 

子育て未来課 

内 容 

生活に困窮するひとり親家庭等の自立支援を図るため、「自立相談支援業務

の充実」「就労に関する支援」「住居確保給付金の支給」「家計改善に関する助

言」「生活福祉資金の活用」などを推進します。また、制度に関する情報提供

を行い、周知を図ります。 
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第７章 計画の推進にあたって 
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第１節 計画の推進体制 

本計画は、子ども・子育て支援のための総合的な計画として、福祉・保健・医療・

教育・雇用・生活環境など幅広い分野にわたっています。庁内関係部署間の有機的な

連携とともに、国・県や関係機関との連携をさらに強化し、総合的かつ効果的な計画

の推進を図ります。 

また、本計画を推進するためには、行政のみならず、市民や企業、保育所・幼稚園、

学校等、地域の関係団体との連携・協力が不可欠となっています。 

子育て支援の関係者や子育て中の家庭だけでなく、市民をはじめ地域全体が子育て

支援の担い手として積極的に関わることができるように、計画について広報等により

周知・啓発を行うとともに、保育所・幼稚園等をはじめ子どもに関わる機関や企業、

ＮＰＯなど各種団体に対しても理解と協力を求める働きかけを行います。 

 

 

第２節 計画の進捗管理・評価 

計画の着実な推進のためには、計画を立案し（Plan）、実践する（Do）ことはもち

ろん、設定した目標達成や計画策定後も適切に評価（Check）、改善（Action）が行

えるよう、循環型のマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）に基づき、これらの

管理・評価を一連のつながりの中で実施することが重要です。 

そのため、本計画の進行管理については、年度ごとに進捗状況を把握した上で、施

策の充実や見直しについての協議を行い、計画の円滑な推進に努めます。 

また、計画の進捗状況の管理・評価を行う組織として、「嬉野市子ども・子育て会議」

に報告し、計画に基づく施策が適切に実施されているかを点検・評価します。 

 

 


